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第１章 総則 

１ 目的 

この基準は、水道法（以下「法」という。）、同法施行令（以下「法施行令」という。）、同法施行規則

（以下「法施行規則」という。）、安房郡市広域市町村圏事務組合水道事業給水条例（以下「条例」とい

う。）及び同条例施行規程（以下「施行規程」という。）等に基づき施行される給水装置工事の設計及び施

工についての基準を定めたもので、給水装置工事の適正な施行を図ることを目的とするものである。 

 

２ 適用 

この基準は、安房郡市広域市町村圏事務組合（以下「組合」という。）の水道によって水の供給を受ける

者の給水装置工事に適用する。 

なお、この基準の適用に疑義が生じた場合は、水道事業管理者の権限を行う理事会（以下「管理者」とい

う。）の指示による。 

 

３ 給水契約について 

一般に、契約は両当事者が対等の立場で締結するものであるが、給水契約に係る供給条件については、水

道事業者が予め一方的にこれを定めることとされている。このように、一方が決める契約の内容に相手方が

従うか従わないかの自由を有しないような契約を、付号契約又は付従契約という。これは、水道事業が地域

的独占の事業であり、多数の需要者と迅速かつ公正に契約を結び、かつ、需要者相互間の水道の利用関係に

ついて公平を期するためには、このような契約方式によることが適当と考えられるからである。 

 

４ 給水装置の定義 

（１）「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給

水管及びこれに直結する給水用具をいう。（法第３条第９項）なお、給水管、直結する給水用具とは次の

とおりである。 

（２）「給水管」とは、水道事業者の配水管から個別の需要者に水を供給するために分岐して設けられた管、又

は、他の給水管から分岐して設けられた管をいう。 

（３）「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる

給水栓等の用具をいい、ホース等容易に取外しの可能な状態で接続される用具は含まれない。一旦水道水

を受水槽に受けて給水する場合には、配水管から受水槽への注入口までが給水装置であり、受水槽以下は

これに当たらない。水道メーターは、法第１６条（給水装置の構造及び材質）が供給水の汚染、漏洩を防

止するとの観点から規定されている趣旨に照らして、給水装置に該当するものと解せられる。 

 

５ 給水装置の種類 

給水装置は、次の種類とする。（条例第４条） 

（１）専用給水装置・・・１世帯又は１箇所で専用するもの。 

（２）共用給水装置・・・２世帯又は２箇所以上で共用するもの 

（３）私設消火栓・・・・消防用に使用するもの 
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６ 給水装置工事 

「給水装置工事」とは、現実に給水がなされる、又は、なされていた場所における給水装置の新設、改

造、修繕（ただし、法第１６条の２第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。）及び撤

去の工事をいう。また、「工事」とは、工事に先立って行う調査から、計画の立案、工事の施行、竣工検査

までの一連の工事の過程の全部又は一部をいう。したがって、製造工場内における給水管及び給水用具の製

造や組み立ては、ここでいう「給水装置工事」には、含まれない。 

また、給水装置工事費の負担については、当該給水装置工事をする者の負担とする。（条例第６条）ただ

し、管理者は、配水管の移設その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするとき

は、当該給水装置の所有者又は使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。この場合にお

いて、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。（条例第１１条） 

 

７ 給水装置工事の種類 

給水装置工事の種類は次のとおりとする。 

（１）新設工事・・・新たに給水装置を設置する工事 

（２）増設工事・・・給水管の口径、管種など給水装置の原形を変えずに給水器具を増やす工事 

（３）改造工事・・・給水管の口径、管種など給水装置の原形を変える工事 

（４）撤去工事・・・給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取り外し、給水装置の全部を撤去する

工事 

(注)不要な給水装置は、分岐部から撤去すること。 

（５）臨時工事・・・飯場等に一時的に給水し、その目的を終えれば撤去・分水止めされる工事 

（６）修繕工事・・・原則として、給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓等の部分的な破損個所を修理す

る工事。なお、法第１６条の２第３項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更

（注）を除く。 

(注）軽微な変更とは、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等 給水装置

の末端に設置されている給水用具の部品の取替え（配管を伴わないものに限る）とす

る。 
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第２章 指定給水装置工事事業者 

１ 指定給水装置工事事業者制度 

指定給水装置工事事業者制度は、平成８年の水道法改正によって新たに設けられた制度であり、平成１０

年４月１日から施行された。 

この制度は、需要者の給水装置の構造及び材質が、法施行令に定める基準に適合することを確保するた

め、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができる者を指定する制度で

あり、それまで各水道事業者において、条例等に基づき、給水装置の工事を行う事業者を指定する指定工事

店制度が行われてきたものを、給水装置工事の技術力を確保するための核となる給水装置工事主任技術者に

ついて、国家試験により全国一律の資格を付与することとし、資格者を有する工事業者であれば全国どこで

も水道事業者の指定を受けて給水装置工事を行うことができることとしたものである。この制度により、組

合の給水区域において、安房郡市広域市町村圏事務組合指定給水装置工事事業者（以下「指定業者」とい

う。）として指定を受けようとする者は、法第２５条の２、法施行規則第１８条及び第１９条に記載されて

いる必要事項を記載した申請書を管理者に提出しなければならないこととなるが、組合では、指定業者に関

し必要な事項を、指定給水装置工事事業者規程（以下「指定事業者規程」という。）において定めている。 

 

２ 指定給水装置工事事業者の責務 

給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならな

い。（法施行規則第３６条） 

（１）給水装置工事ごとに、法第２５条の４第１項の規定により選任した給水装置工事主任技術者のうちから、

当該工事に関して以下の職務を行う者を指名すること。 

（２）配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を

施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがな

いよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の

者を実施に監督させること。 

（３）上記の工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期、その他の工事上の条件に適

合するように当該工事を施行すること。 

（４）給水装置工事主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のため

に、研修の機会を確保するように努めること。 

（５）次に掲げる行為を行わないこと。 

① 法施行令第６条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。 

② 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。 

（６）施行した給水装置工事ごとに、指名した給水装置工事主任技術者に次の事項に関する記録を作成させ、当

該記録をその作成の日から３年間保存すること。 

① 施主の氏名又は名称 

② 施工の場所 

③ 施工完了年月日 

④ 給水装置工事主任技術者の氏名 

⑤ 竣工図 
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⑥ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 

⑦ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が、法第２５条の４第３項第３号に定める基準に適合して 

いることの確認の方法及びその結果 

 

３ 給水装置工事主任技術者の役割と職務 

給水装置工事主任技術者（以下「主任技術者」という。）は、調査から検査に至る一連の給水装置工事の

技術的管理、指導監督を行うことができる者として位置づけられ、国家試験に合格し、国土交通大臣及び環

境大臣から免状の交付を受けた者のうちから、指定業者が選任する。 

（１）主任技術者の役割 

① 主任技術者は、調査段階から検査段階に至るそれぞれの段階に応じて、給水装置工事の適正を確保する

ための技術の要としての役割を十分に果たさなければならない。 

② 主任技術者は、給水装置の構造及び材質が基準に適合し、かつ、給水装置工事を完成させるために、工

事現場の状況、工事内容等に応じて必要となる工種及びその技術的な難易度、関係行政機関等との調整

と手続などを熟知していなければならない。 

③ 主任技術者は、適切な技能を有する者等、給水装置工事に従事する従業員等に対して施行する給水装置

工事に関する技術的な指導監督を十分に行うとともに、それらの関係者間のチームワークと相互信頼関

係の要とならなければならない。 

（２）主任技術者の職務（法第２５条の４第３項） 

① 給水装置工事に関する技術上の管理 

② 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督 

③ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が法施行令第６条に定める基準に適合していることの確認 

④ 給水装置工事に関し、当該水道事業者と以下の連絡又は調整を行うこと。 

ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関す 

る連絡調整 

イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工 

事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整 

ウ 給水装置工事（法施行規則第１３条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。）を完了した旨の連絡 

 

４ 給水装置工事主任技術者に求められる知識と技能 

給水装置工事は、工事の内容が人の健康や安全に直結した給水装置の設置又は変更の工事であることか

ら、給水装置の選択や工事の施行が不良であれば、その給水装置によって水道水の供給を受ける利用者のみ

ならず、配水管への汚水の逆流の発生等の公衆衛生上の問題が生じる可能性があるなど、十分な注意を要す

る工事である。 

さらに、給水装置工事は、布設される給水管や弁類などが地中や壁中等に隠れてしまうので、施工の不良

を発見することも、それが発見された場合の修繕も容易ではないという特殊性がある工事である。 

そのため、主任技術者は、常に水道が国民の健康と安全の確保に欠くことができないものであるという基

本認識を忘れずに業務に携わることが必要であり、給水装置の構造、材質基準や給水装置工事技術などにつ

いての専門的な知識と経験を有していることが求められる。 
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給水装置工事は、現場ごとに発注者から目標品質が求められる「受注生産」であり、また、「現場施工」

であることなどの建設工事としての特殊性があり、個々の現場の状況や必要となる工種に応じた工事計画の

立案や品質管理などを適切に行わなければならない。 

主任技術者には、調査段階から検査段階に至るまでのそれぞれの段階に応じて職務を確実に実施できるよ

うな、様々な専門的な知識及び技能が求められる。 

 

５ 給水装置工事に従事する者の責務 

給水装置工事の現場において工事の作業を行う、又は監督する従事者をはじめとして、給水装置工事に従

事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。(法第２５条の４

第４項) 

これは、主任技術者が前述した職務を十分に発揮できるようにするためには、主任技術者が職務上行う従

業員に対する指導に実効性を持たせることが不可欠であるからである。また、所属する指定工事業者の技術

者や技能者の技術力向上のために、主任技術者が給水装置工事に関する知識や経験を伝達する社内研修など

の場を設けることが期待される。 
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第３章 給水装置の構造及び材質 

１ 給水装置の構造及び材質の基準 

配水管と構造的に一体をなしている給水装置は、水撃作用や水の逆流により汚染等が発生した場合は、他

の多くの給水装置にまで悪影響を及ぼすおそれがある。このため、給水装置の構造及び材質は、給水装置か

らの水の汚染を防止する等の措置が講じられていることが必要であり、法及び法施行令に定める基準に適合

しているものでなければならない。 

給水装置の構造及び材質について、法令等の規定は次のとおりである。 

（１）法第１６条（給水装置の構造及び材質） 

水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準

に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者

が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。 

（２）法施行令第６条（給水装置の構造及び材質の基準） 

法第１６条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。 

① 配水管への取り付けの位置は、他の給水装置の取付口から３０㎝以上離れていること。 

【解説】分岐位置の間隔は、給水管の取出し穿孔による管体強度の減少を防止すること及び給水装置相互間 

の水の流量に及ぼす影響を防止するためである。 

② 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でない 

こと。 

【解説】水の使用量に比して著しく過大な口径は、給水管内の水の停滞による水質の悪化を招くおそれがあ 

るので、これを防止するためである。 

③ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

【解説】配水管の水を吸引するようなポンプとの連結を禁止して、吸引による水道水の汚染、他の需要者の 

水使用の障害等を防止するためである。 

④ 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないも 

のであること。 

【解説】水圧、土圧等の諸荷重に対して十分な耐力を有し、使用する材料に起因して水が汚染されるもので 

はなく、また、不浸透質の材料により作られたものであり、継目等から水が漏れ、又は汚水が吸引される 

おそれがないものでなければならない。 

⑤ 凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

【解説】地下に一定以上の深さに埋設し、埋設しない場合は管巻立等の防護工事を施し、また、電食、特殊 

な土壌等による侵食のおそれがあるときは特別の対応工事を施す等、給水装置の破損によって水が汚染さ 

れ、又は漏れるおそれがないように防護措置を講じなければならない。 

⑥ 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。（クロスコネクション禁止条項で 

ある。） 

【解説】専用水道、工業用水道等の水管その他の設備と直接連結してはならないとするものであり、直接連 

結する給水管及び給水用具は全て給水装置の一部となって本条の構造及び材質の基準が適用されることと 

なるので、この規定は、給水装置以外の水管及び「給水用具」でない設備と直接に連結することを禁止し 

た規定である。 
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⑦ 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆 

流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。 

【解説】水槽、プール、流し等に給水する給水装置にあっては、装置内が負圧になった場合に貯留水等が逆 

流するおそれがあるので、それらと十分な吐水口空間の保持、又は有効な逆流防止装置を具備する等水の 

逆流防止の措置を講じなければならない。 

（３）国土交通省令の概要 

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（以下「基準に関する省令」という。）において定めている

技術的細目は、法施行令第６条の各号列記の基準項目のすべてについて定めたものではなく、当該基準項目

のうち技術的細目を必要とするものについて定めたものである。 

① 耐圧に関する基準（基準省令第１条） 

法施行令第６条第１項第４号の「水圧に対し充分な耐力を有するものであること」及び「水が漏れるお 

それがないものであること」についての技術的細目を次のように定めている。 

ア 給水装置（最終の止水機構の流出側に設置されている給水用具を除く。次のイにおいて同じ。）に一 

定の静水圧（１．７５Ｍｐａ）を１分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこ 

と。 

イ 給水装置の構造及び材質に応じた適切な接合が行われていること。 

ウ 家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に 

行うことができること。 

② 浸出等に関する基準（基準省令第２条） 

法施行令第６条第１項第４号の「水が汚染されるおそれがないものであること」についての技術的細目 

を次のように定めている。 

ア 飲用に供する水を供給する給水装置は、供試品からの金属等の浸出が基準値以下であること。 

イ 給水装置は、末端部に排水機構が設置されているものを除き、水が停滞する構造でないこと。 

ウ シアン等の水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近接して給水装置を設置しな 

いこと。 

エ 油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸透するおそれがない 

材質のもの又は適切な防護措置が講じられていること。 

③ 水撃限界に関する基準（基準省令第３条） 

法施行令第６条第１項第５号の「破壊を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての 

技術的細目として、水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、一定の流速又は動水圧条件 

において止水機構を急閉止した際に生じる水撃作用による上昇圧力が一定以下となるものであるか、又 

は水撃防止器具を設置すること等の水撃防止措置が講じられているものでなければならないことを定めて

いる。 

④ 防食に関する基準（基準省令第４条） 

法施行令第６条第１項第５号の「侵食を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての

技術的細目を次のように定めている。 

ア 酸又はアルカリによる侵食のおそれのある場所に設置されている給水装置は、それらに対する耐食性 

材質のものであるか、又は適切な侵食防止措置が講じられていること。 
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イ 漏洩電流による侵食のおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製のものであるか、又 

は適切な電気防食措置が講じられていること。 

⑤ 逆流防止に関する基準（基準省令第５条） 

法施行令第６条第１項第４号の「水が汚染されるおそれがないものであること」及び同条第１項第７号の 

「水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての技術的細目を次のように定め 

ている。 

ア 水が逆流するおそれのある場所に設置されている給水装置は、一定の逆流防止性能を有する減圧式逆 

流防止器、逆止弁等の給水用具が水の逆流を防止することができる位置に設けられ、又は一定以上の吐 

水口空間が確保されていること。 

イ 事業活動に伴い、水を汚染するおそれのある場所に給水する給水装置は、一定以上の吐水口空間が確 

保され、当該場所の水管等と分離すること等により、適切な逆流防止措置が講じられていること。 

⑥ 耐寒に関する基準（基準省令第６条） 

法施行令第６条第１項第５号の「凍結を防止するための適当な措置が講ぜられていること」についての技 

術的細目として、屋外で気温が著しく低下しやすい場所その他凍結のおそれのある場所に設置されている 

給水装置であって、断熱材で被覆すること等により適切な凍結防止措置が講ぜられていないものについ 

て、次のように定めている。 

ア 減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁（給水用具の内部の弁を除く。以下「弁類」という。） 

は一定回数の開閉操作後、一定の低温条件下で保持した後通水したとき、基準省令に規定する耐圧性 

能、水撃限界性能及び逆流防止性能を有すること。 

イ 弁類以外の給水装置は、一定の低温条件下で保持した後通水したとき、基準省令に規定する耐圧性 

能、水撃限界性能及び逆流防止性能を有すること。 

⑦  耐久に関する基準（基準省令第７条） 

頻繁な開閉作動を繰り返すうちに弁類の耐圧性能、水撃限界性能及び逆流防止性能に支障が生じることを 

防止するための基準であり、弁類は一定回数の開閉操作後、基準省令に規定する耐圧性能、水撃限界性能 

及び逆流防止性能を有すること。 

（４）給水装置の性能基準の区分 

基準に関する省令により個々の給水管及び給水用具が満たすべき性能基準は、耐圧、浸出、水撃限界、防

食、逆流防止、耐寒及び耐久の７項目となる。 

これらの性能基準は、すべての給水装置工事材料に一律に適用するものではなく、性能基準ごとに、その

確保が不可欠な材料に限定して適用するものである。 

「表－３．１」に、その目的と適用する給水装置工事材料を示す。 
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表－３．１ 目的と適用する給水装置工事材料表 

基準項目 目的 適用する給水装置工事材料 

耐圧性能 

 水道の水圧により給水装置

に水漏れ、破壊等が生じるこ

とを防止するためのもの。 

 すべての給水管及び給水用具（最終の止水機構の流出側に設

置されるものを除く。） 

浸出性能 

 止水装置から金属等が浸出

し、飲用に供される水が汚染

されることを防止するもの。 

 飲用に供する水に接触する可能性のある給水管及び給水用具 

［適用対象の器具例］ 

給水管・末端給水用具以外の給水用具・継手類・バルブ類・貯

水槽用ボールタップ・先止め式瞬間湯沸器及び貯湯湯沸器・末

端給水用具・台所用、洗面所用等の水栓・元止め式瞬間湯沸器

及び貯蔵湯沸器・浄水器、自動販売機、冷水機 

水撃限界性能 

 給水用具の止水機構が急閉

止する際に生じる水撃作用に

より、給水装置に破壊等が生

じることを防止するもの。 

 水撃作用を生じるおそれのある給水用具であり、具体的には

水栓、ボールタップ、電磁弁、元止め式瞬間湯沸器等がこれに

該当する。 

 なお、水撃作用を生じるおそれがあり、この基準を満たして

いない給水用具を設置する場合は、別途、水撃防止器具を設置

するなどの措置を講じなければならない。 

防食性能 

 酸、アルカリ又は電気によ

り給水装置を腐食から防止す

るもの。 

 金属製の給水装置全般 

逆流防止性能 

 給水装置からの汚水の逆流

により、水道水の汚染や公衆

衛生上の問題が生じることを

防止するもの。 

 逆止弁、逆流防止装置内蔵型の給水用具、吐水口空間により

逆流を防止する構造の給水用具（ボールタップ付きロータン

ク、ウォータークーラー、自動販売機等） 

耐寒性能 

 給水用具内の水が凍結し、

給水用具に破壊等が生じるこ

とを防止するもの。 

 凍結のおそれのある場所において設置される給水用具（凍結

のおそれがある場所において、この基準を満たしていない給水

用具を設置する場合は、別途、断熱材で被覆するなどの凍結防

止措置を講じなければならない。） 

耐久性能 

 頻繁な作動を繰り返すうち

に弁類が故障し、その結果、

給水装置の耐圧性、逆流防止

等に支障が生じることを防止

するためのもの。 

 減圧弁・逃し弁・逆止弁・空気弁・電磁弁等 

 

２ 基準適合制度 

（１）自己認証 

製造業者等が自ら又は製品試験機関に委託して得たデータ・作成した資料等によって証明する方法であ

り、具体例としては、製造業者等が性能基準適合品であることを示す自社検査証印等の標示を製品等に行う

こと。又は、製品が設計段階で施行令に定める性能基準を満たすものとなることを示す試験証明書及び製品

品質の安定性を示す証明書（一例として、ＩＳＯ（国際標準化機構）９０００ シリーズの規格への適合証
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明書）を製品の種類ごとに給水装置工事業者等に提示することがある。 

（２）第三者認証 

製造業者等との契約により、中立的な第三者機関が製品試験、工場検査等を行い基準に適合しているもの

については基準適合品として登録して認証製品であることを示すマークの標示を認める方法である。 

第三者認証機関としては、現在下記の５機関がある。 

①（社）日本水道協会 

（社）日本水道協会の認証には基本基準適合品（基本基準７項目）と基本基準７項目に他の性能を付加し 

た規格〔ＪＷＷＡ 規格等〕に適合した特別基準適合品がある。 

②（財）日本燃焼機器検査協会（ＪＨＩＡ） 

③（財）電気安全環境研究所（ＪＥＴ） 

④（財）日本ガス機器検査協会（ＪＩＡ） 

上記の第三者認証機関により基準の認証がなされた製品は、認証マークにより確認する。 

⑤ 日本産業規格（ＪＩＳ）（水道用） 

日本工業技術院が規格制定したもので、ＪＩＳ Ｓ３２００－１～７シリーズの水道用器具試験方法に合 

格したもの。 

⑥ 管理者承認品 

組合が使用承認したもの。 

（３）基準適合品の使用 

① 指定工事事業者は、給水装置工事に使用する給水管や給水用具について、その製品の製造者に対して構 

造・材質基準に適合していることが判断できる資料の提出を求めることなどにより、基準に適合している 

製品を確実に使用しなければならない。 

② ただし、この基準に適合している製品であれば、給水装置として使用することができるが、それらを使 

ってさえいれば、自動的に給水装置が構造・材質基準に適合することになるというものではない。すなわ 

ち、個々の給水装置などが性能基準適合品であることは、「必要条件」であって「十分条件」ではない。 

③ つまり、給水装置は、個々の給水用具などについての性能とともに、システム全体としての逆流防止、 

凍結防止、防食などの機能整備を必要とするものであり、また、給水装置システムの設計上必要となる減 

圧弁の減圧性能などは個々の現場ごとに判断しなければならないので、「給水装置に用いる個々の給水用 

具などが基準適合品であればそれで足りる」ことにはならない。 

④ なお、先述のとおり給水装置に用いる製品が給水装置の構造及び材質の基準に適合していることを認証 

することを業務とする「第三者認証機関」によって、その認証済マークが表示されている製品もある。 

⑤ 給水装置に使用する材料は、法施行令第６条で規定する給水装置の構造及び材質の基準、基準省令に適 

合した製品で、使用場所に適したものを使用すること。なお、給水装置の維持管理上、特に重要な部分 

（配水管への取付口から水道メーターまで）の給水管及び給水用具は、管理者が承認したものを使用する 

こと。 

⑥ その使用にあたっては、日本産業規格品（ＪＩＳ）、自己認証品、第三者認証品、日本水道協会規格品 

（ＪＷＷＡ）等であることを、主任技術者が必ず確認し、３年間保存すること。 
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第４章 給水装置工事の設計 

１ 設計 

給水装置の設計とは、現地踏査、図面及び関係書類を作成することをいい、作業における基本原則は次の

とおりとする。 

（１）所要水量が確保されること。 

（２）水質について全く汚染のおそれのないこと。 

（３）使用に便利で維持管理が容易であること。 

（４）配水管及び他の給水管に対して水量、水圧等が悪影響を及ぼさないこと。 

２ 調査 

調査は、計画・施工の基礎となる重要な作業であり、調査の良否は計画の策定、施工さらには給水装置の

機能にも影響するものであるので、当該給水装置工事に係る調査項目・内容を整理し、漏れのないよう念入

りに行うこと。 

給水装置の設計における調査項目は、次のとおりとする。 

（１）所要水量、所要水圧、使用目的、建築物の構造及び給水装置の規模。 

（２）配水管から分岐する場合は、当該配水管の埋設状況、年間における一日最大給水量時の水圧及び給水能

力、給水建築物までの距離並びに他企業地下埋設物（ガス管、電気・電話線及び下水道管等）埋設状況。 

（３）既設給水装置から分岐しようとする場合は、その配管状況、水圧、給水能力及び当該給水装置所有者から

の分岐の同意。 

（４）増設工事及び改造工事等の場合には、当該給水装置の配管状況及び所有者の確認。 

（５）使用されなくなった給水装置は、撤去工事を施すようにすること。 

（６）給水装置の使用目的に応じた有効、適切かつ経済的な配管及びその材料並びに給水用具の選定。 

（７）止水栓及び量水器の設置位置は、維持管理上に支障なく、かつ開閉、点検に便利な箇所並びに屋外配管の

布設位置の選定。 

（８）案内図、配水管網図の確認。 

（９）前面道路の確認（公道・私道の別、掘削占用の可否、舗装構成等の確認）。 

（10）工事場所及び境界（道路との境界及び隣地との境界）の確認。 

（11）軌道、国道、河川及び急傾斜地等他の監督官庁と関連の有無の調査。関連する場合は、事前に当該官庁と

打合わせること。 

（12）給水管の占用予定敷地が他の所有者である場合は、その占用承諾の確認。 

（13）申込者と建築物又は土地所有者が異なる場合、その所有者の同意。 

（14）給水装置工事完了後の復旧条件（付帯施設の手直し等）に係る利害関係人との協議。 

調査の内容によって、「工事申込者に確認するもの」、「組合に確認するもの」、「現地調査により確認

するもの」がある。 

標準的な調査項目、調査内容等は次のとおり。 
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表－４．１ 調査項目と内容 

調査項目 調査内容 

調査（確認）場所 

申込者 組合 現地 その他 

1．工事場所 
丁目、番地及び住居表示地区は住居表

示番号 
〇   〇   

2．使用水量 
使用目的（事業・住居）、使用人員、

延床面積、取付栓数 
〇   〇   

3．既設給水装

置の有無 

所有者、布設年月、形態（単独・共

有）、口径、管種、布設位置、使用水

量、水栓番号 

〇 〇 〇 所有者 

4．屋外配管 
水道メーター、止水栓（仕切弁）の位

置、布設位置 
〇   〇   

5．屋内配管 
給水栓の位置（種類と個数）、給水用

具 
〇   〇   

6．配水管の布

設状況 

口径、管種、布設位置、仕切弁、消火

栓の位置、水圧 
  〇 〇   

7．道路の状況 
種別（公道・私道等）、幅員、舗装

別、舗装年次 
    〇 道路管理者 

8．各種埋設物

の有無 

種類（下水道・ガス・電気・電話

等）、口径、布設位置 
    〇 

埋設物管理

者 

9．現地の施工

環境 

施工時間（昼・夜）、関連工事（他事

業者）、交通量 
    〇 当該管理者 

10．既設給水管

から分岐する場

合 

所有者、給水戸数、布設年度、口径、

布設位置、既設建物との関連 
〇 〇 〇 所有者 

11．受水槽方式

の場合 

受水槽の構造、位置、点検口の位置、

配管ルート 
    〇   

12．工事に関す

る同意承諾の取

得確認 

分岐の同意、私有地給水管埋設の同

意、その他利害関係人の承諾 
〇     利害関係人 

13．建築確認 建築確認通知（番号等） 〇       

14．開発行為等 
都市計画法に基づく開発行為許可申請

の有無等 
〇       
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３ 協議 

（１） 事前協議書を必要とする範囲は次のとおりとし、「給水に係る事前協議申請書」により協議する。 

なお、その協議事項に変更がある場合は、再度協議するものとする。 

① 給水装置口径が２５ｍｍ以上の給水を希望する場合。 

② ３階直結給水を希望する場合。 

③ 用途が事業用の場合(事務所、飲食店など)。 

④ 複数の量水器を設置する場合(分譲住宅やアパートなど)。 

⑤ 加圧装置の下流に設置する場合。 

⑥ 直結増圧給水を希望する場合。 

⑦ スプリンクラー設置をする場合。 

⑧ 受水槽以下給水設備を直結給水施設に切り替える場合。 

⑨ その他管理者が必要と認める場合。 

（２）関係機関（道路、他の埋設所有者等）及び利害関係人等、十分協議を行うこと。 

 

４ 給水方式 

給水方式には、直結式、受水槽式及び直結・受水槽併用式があり、直結式には、直結直圧式及び直結増圧

式があり、その方式は給水高さ、所要水量、使用用途及び維持管理面を考慮し決定すること。 

一つの建物には一つの給水方式で給水するのが基本であるが、一定条件のもとにこれらを併用して給水す

る併用方式で施工することができる。 

 

  

 

 

 

 

 

 

（１）直結式 

直結式には、直圧式と増圧式がある。 

この方式は、貯留機能がないので水道の断減水により支障をきたす建物への採用は避ける必要がある。 

① 直結直圧式 

ア 配水管の水圧及び口径が、所要水量に対して十分であること。 

イ 常時円滑、かつ、安定した給水ができるものであること。 

ウ 地上２階までの給水を原則とする。なお、３階まであって、給水規模（単独水栓）が比較的少なく、 

かつ、十分水圧等が保障でき得ると認められる場合にはこの限りではない。 

② 直結増圧式 

直結増圧式は、配水管の圧力では給水できない建物に対して受水槽を経由せず、末端の給水器具を使用す

るために必要な圧力を直結給水用増圧装置により補い給水する方式であり、受水槽における衛生上の問題
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の解消、省エネルギーの推進、設置スペースの利用などのメリットがあるが、災害、事故等による水道の

断減水時にも給水の確保が必要な建物などには必ずしも有利ではないので、設計する建物の用途も踏まえ

て、十分検討する必要がある。 

（２）受水槽式 

受水槽式は受水槽を設置し、これに水道水を一時的に貯留し、ポンプの加圧等により給水する方式であ

る。この方式は、配水管の水圧が変動しても給水圧、給水量を常に一定に保つことができる。 

また、受水槽が使用水量の変動を調節できるので、建物内の使用水の変動を吸収し、配水管への負荷を軽

減すること等の効果もあり、一時的に多量の水を必要とする施設や使用水量の変動が大きい施設及び断水時

や災害にも給水が必要な建物に向いている。なお、直送方式と高置水槽方式がある。 

（３）直結・受水槽併用式 

直結・受水槽併用式は、一つの建物内で直結式と受水槽式の給水方式を併用するものである。 

給水方式を併用する場合は、以下の点に留意する。 

① 直結式及び受水槽式のそれぞれの要件を適用する。 

② 同一建物内での、使用用途が異なり、直結式は２階までの給水を原則とし、それぞれの装置の（階）区 

分を明確にし、両方を直接連結（クロスコネクション）してはならない。 

 

５ 給水方式の選定上の注意点 

給水方式は水道の使用用途により、次のような制約を受けるので、十分注意して決定する必要がある。

（１）直結式が認められないもの 

① 一時に多量の水を使用するものや使用水量の変動が大きい施設、建物等で配水管の水圧低下をきたすも

の。 

② 病院等で、災害時や配水管の事故、工事等による水道の断減水時にも給水の確保が必要なもの。 

③ 毒物、劇物及び薬品等の危険な化学物質を取扱い、これを製造、加工又は貯蔵を行う工場、事業所及び

研究所。 

例：クリーニング、写真及び印刷・製版、石油取扱、染色、食品加工、めっきなどの事業を行う施設。 

（２）受水槽式が適当なもの 

① 配水管の水圧は常に変動しているので、常時一定の水圧、水量を必要とするものに対しては受水槽式が

適している。 

② 断水した場合に、業務停止になるなど影響が大きい施設や、設備停止により損害の発生が予想される施

設は、受水槽式が適当である。 

例：ホテル、飲食店、病院等の施設で断水による影響が大きい場合、食品冷凍機、電子計算機の冷却用 

水に供給する場合 

特に、冷凍機の冷却水等、給水の継続を必要とするものに対しては、水道が配水管の工事等で断水

した場合、直結式では大きな損害を被ることがあるため、平常時において直結式の給水が可能であ

っても、受水槽式とすることが必要である。 

（３）給水上付近に与える影響の防止 

① 受水槽を地下等に設置することにより、付近の給水に支障を及ぼすおそれのある場合は、定流量弁や減

圧弁等を設置し、これを防止する。 
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② 夜間、その他一定の時間に給水する必要がある箇所については、電動弁を設置するなど、所定の時間に

開閉できる措置を講じることが望ましい。 

 

６ 計画使用水量 

計画使用水量は、給水管の口径・受水槽容量等給水装置系統の主要諸元を計画する際の基礎となるもので

あり、使用予定人員、用途別使用水量、業態別使用水量、使用器具の最低作動圧力、給水用具の同時使用

率、その他建築物の床面積等を考慮して算定する。 

計画使用水量とは、給水装置工事の対象となる給水装置に一日当たりに給水される使用水量（Ｌ/ｄａｙ）

をいう。 

同時使用率とは、給水栓、給湯器等の給水用具が同時に使用される率のことであり、この場合における瞬

時の最大使用水量を同時使用水量（Ｌ/ｍｉｎ）という。 

一般に、直結式給水の場合は、同時使用水量（Ｌ/ｍｉｎ）から求め、受水槽式の場合は、１日当たりの使

用水量（Ｌ/ｄａｙ）から求められる。 

（１）直結直圧式給水の計画使用水量 

直結式給水における計画使用水量は、給水器具の同時使用の割合を十分考慮して実態に合った水量を設定

することが必要である。この場合、計画使用水量は同時使用水量から求める。以下に一般的な同時使用水量

の求め方を示す。 

① １戸建て等における同時使用水量の算定方法 

ア 同時に使用する給水用具を設定して算出する方法 

同時に使用する給水用具の数を「表－４．２」から求め、任意に同時に使用する給水用具を設定

し、設定された給水用具の使用水量の合計で同時使用水量を求める方法である。使用実態に合わせ

た設定が可能であるが、使用実態は様々な条件により変動する。よって、全ての条件に対応するに

は、同時に使用する給水用具の設定を変えて計算する必要がある。その際、使用水量の多いもの、

使用頻度の高い給水用具（台所、洗面等）を含めて設定するなどの配慮は必要である。学校や駅の

手洗所のように同時使用率が高い場合には、手洗器、小便器及び大便器においては、その用途ごと

に「表－４．２」を適用して合算する。一般的な末端給水用具の種類別吐水量は「表－４．３」の

とおりである。 

また、末端給水用具の種類に関わらず吐水量を口径によって一律の水量として扱う方法もある。 

「表－４．４」 

イ 標準化した同時使用水量により算出する方法 

末端給水用具の数と同時使用水量の関係についての標準値から求める方法である。給水装置全ての

末端給水用具個々の使用水量を足し合わせた全使用水量を、末端給水用具の総数で除したものに、

使用水量比「表－４．５」の同時使用水量比を乗じて算出する。 

同時使用水量＝給水用具の全使用水量÷総給水用具数×使用水量比 

ウ 給水用具給水負荷単位により算出する方法 

一定規模以上の給水用具を有する事務所ビル等における同時使用水量の算定は、給水用具給水負荷

単位による方法がある。 

給水用具給水負荷単位とは、給水用具の種類による使用頻度、使用時間及び多数の給水用具の同時使 
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用を考慮した負荷率を見込んで、給水流量を単位化したものである。 

同時使用水量は、各種給水用具の給水用具給水負荷単位「表－４．６」に給水用具数を乗じたものを 

累計し、同時使用水量図「図－４．１及び２」を利用して求める。 

 

表－４．２ 同時使用率を考慮した給水用具数 

総給水用具数 
同時使用する 

給水用具数 
総給水用具数 

同時使用する 

給水用具数 

1 1 11～15 4 

2～4 (5) 2 16～20 5 

5～10 (6) 3 21～30 6 

(注１)管理者が承認した場合（ ）内数値を使用することができる。 

(注２)３１栓以上は、１０栓ごとに１栓増とする。 
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表－４．３ 種類別吐水量と対応する末端給水用具の口径 

用  途 使用水量（ℓ/min） 
対応する末端給水 

用具の口径（mm） 
備考 

台所流し 12～40 13～20   

洗たく流し 12～40 13～20   

洗面器 （8） 8～15 13   

浴槽（和式） 20～40 13～20   

浴槽（洋式） 30～60 20～25   

シャワー （8） 8～15 13   

小便器（洗浄水槽） （12） 12～20 13   

小便器（洗浄弁） (20） 15～30 13 
1 回(4～6 秒)の吐水 

量2～3ℓ 

大便器（洗浄水槽） （12） 12～20 13   

大便器（洗浄弁） （80） 70～130 25 
1 回(8 ～ 12 秒) の 

吐水量13.5～16.5ℓ 

手洗器 （8） 5～10 13   

消火栓（小型） 130～260 40～50   

散水 15～40 13～20   

洗車 35～65 20～25 業務用 

（注）（ ）内の水量を平均使用水量として算定する。 水道施設設計指針 

 

表－４．４ 末端給水用具の標準使用水量 

給水栓口径(mm) 13 20 25 

標準流量（ℓ/min） 17 40 65 

水道施設設計指針 

表－４．５ 末端給水用具数と同時使用水量比 

総末端給水用具数 1 2 3 4 5 6 7 

同時使用水量比 1.0  1.4  1.7  2.0  2.2  2.4  2.6  

総末端給水用具数 8  9  10  15  20  30    

同時使用水量比 2.8  2.9  3.0  3.5  4.0  5.0    

水道施設設計指針 
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表－４．６ 器具給水負荷単位 

器 具 名 

調 査 内 容 

備 考 
個人用 

公共用及び 

事 業 用 

大便器 Ｆ・Ｖ 6 10 Ｆ・Ｖ＝洗浄弁 

Ｆ・Ｔ＝洗浄水槽 
大便器 Ｆ・Ｔ 3 5 

小便器 Ｆ・Ｖ － 5 

小便器 Ｆ・Ｔ － 3 

洗面器 水栓 1 2 

手洗器 〃 0.5 1 

医療用洗面器 〃 － 3 

事務室用流し 〃 － 3 

台所流し 〃 3 － 

料理場流し 〃 2 4 

料理場流し 混合栓 － 3 

食器洗流し 水栓 － 5 

連合流し 〃 3 － 

洗面流し 〃 － 2 

掃除用流し 〃 3 4 

浴槽 〃 2 4 

シャワー 混合栓 2 4 

水飲器 水栓 1 2 

湯沸し器 ボールタップ － 2 

散水・車庫 水栓 － 5 

空気調和・衛生工学便覧 

 

（計算例） 駅舎に大便器（タンク式）9 箇所、小便器（タンク式）9 箇所 

      手洗器16 箇所が設置された場合の同時使用水量を求める。 

     （1）表－４．６より負荷単位を求める。 

      9 × 5 ＝ 45 ・・・大便器 

      9 × 3 ＝ 27 ・・・小便器 

      16 × 1 ＝ 16 ・・・手洗器 

      合計   ＝ 88 

     （2）図－４．１又は２を使用し、同時使用水量を求める。 

      Q ＝154 ℓ/min ＝ 9,240 ℓ/H 
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 図－４．１ 同時使用水量図（給水装置工事技術指針） 

 

 

 図－４．２ 同時使用水量図（拡大図） 
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② 一般住宅２戸以上、集合住宅等における同時使用水量の算定方法 

ア 各戸の使用水量と給水戸数の同時使用率による方法 

１戸の使用水量を「表－４．２」又は、「表－４．５」を使用した方法で求め、全体の同時使用戸

数については、給水戸数と総同時使用戸数率「表－４．７」により求め、同時使用水量を決定する

方法である。 

 

表－４．７ 給水戸数と総同時使用率 

戸数 1～3 4～10 11～20 21～30 31～40 41～60 61～80 81～100 

同時使用 

戸数率(％) 
100 90 80 70 65 60 55 50 

水道施設設計指針 

 

イ 戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 

（注１）優良住宅部品認定基準（ＢＬ規格）による算定方法である。 

（注２）早見表を「表－４．８」に示す。 

Q＝42Ｎ0.33  10 戸未満 

Q＝19Ｎ0.67 10 戸以上600 戸未満 

ただし、Ｑ：同時使用水量（ℓ/min） 

Ｎ：戸数 

 

ウ 住居人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 

（注）早見表を表－４．８に示す。 

Q＝26Ｐ0.36  1 人～ 30 人 

Q＝13Ｐ0.56  31 人～200 人 

Q＝6.9Ｐ0.67  201 人～2000 人 

ただし、Ｑ：同時使用水量（ℓ/min） 

Ｐ：人数 

ただし、１世帯当たり人数が少ない建物（１人／世帯）で、この式を用いる場合は、人員の２倍程度の

余裕を見込む。 
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表－４．８ 早見表 

戸数から予測 居住人数から予測 

給水戸数 

(戸) 

住宅使用量 

(ℓ/分) 

給水戸数 

(戸) 

住宅使用量 

(ℓ/分) 

住居人 

(人) 

住宅使用量 

(ℓ/分) 

住居人 

(人) 

住宅使用量 

(ℓ/分)  

1 42.0  41 228.7  1 26.0  41 104.0   

2 52.8  42 232.5  2 33.4  42 105.4   

3 60.4  43 236.1  3 38.6  43 106.8   

4 66.4  44 239.8  4 42.8  44 108.2   

5 71.4  45 243.4  5 46.4  45 109.6   

6 75.9  46 247.1  6 49.6  46 110.9   

7 79.8  47 250.6  7 52.4  47 112.3   

8 83.4  48 254.2  8 55.0  48 113.6   

9 86.7  49 257.7  9 57.3  49 114.9   

10 88.9  50 261.3  10 59.6  50 116.2   

11 94.7  51 264.7  11 61.6  51 117.5   

12 100.4  52 268.2  12 63.6  52 118.8   

13 105.9  53 271.7  13 65.5  53 120.1   

14 111.3  54 275.1  14 67.2  54 121.4   

15 116.6  55 278.5  15 68.9  55 122.6   

16 121.8  56 281.9  16 70.5  56 123.9   

17 126.8  57 285.2  17 72.1  57 125.1   

18 131.8  58 288.6  18 73.6  58 126.3   

19 136.6  59 291.9  19 75.0  59 127.5   

20 141.4  60 295.2  20 76.4  60 128.7   

21 146.1  61 298.6  21 77.8  61 129.9   

22 150.7  62 301.8  22 79.1  62 131.1   

23 155.3  63 305.0  23 80.4  63 132.3   

24 159.8  64 308.2  24 81.6  64 133.5   

25 164.2  65 311.5  25 82.8  65 134.6   

26 168.6  66 314.7  26 84.0  66 135.8   

27 172.9  67 317.9  27 85.2  67 136.9   

28 177.2  68 321.0  28 86.3  68 138.1   

29 181.4  69 324.2  29 87.4  69 139.2   

30 185.5  70 327.3  30 88.5  70 140.3   

31 189.7  71 330.4  31 88.9  71 141.5   

32 193.7  72 333.6  32 90.5  72 142.6   

33 197.8  73 336.7  33 92.1  73 143.7   

34 201.8  74 339.7  34 93.7  74 144.8   

35 205.7  75 342.8  35 95.2  75 145.9   

36 209.6  76 345.9  36 96.7  76 147.0   

37 213.5  77 348.9  37 98.2  77 148.0   

38 217.4  78 351.9  38 99.7  78 149.1   

39 221.1  79 354.9  39 101.1  79 150.2   

40 225.0  80 358.0  40 102.6  80 151.2   
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（２）直結増圧式給水の計画使用水量 

直結増圧式給水を行うにあたっては、同時使用水量を適正に設定することは、適切な配管口径の決定及び

増圧給水設備の適正容量の決定に不可欠である。これを誤ると、過大な設備の導入、エネルギー利用の非効

率化、給水不足の発生などが起こることがある。 

（３）受水槽式給水の計画使用水量 

受水槽式給水の場合の計画使用水量は、１日当たりの計画使用水量（Ｌ/ｄａｙ）から求める。一般的に受

水槽への単位時間当たり給水量は、１日当たりの計画使用水量を使用時間で除した水量とする。 

１日当たりの計画使用水量は、業態別使用水量「表－４．９」を基に算出する。同一業種がない場合は、

使用実態等十分考慮し類似した業態又は、空気調和衛生工学便覧等に記載されている使用水量を参考にし、

当該施設の規模及び内容等を十分考慮し用途別使用人数及び使用給水用具ごとに使用水量を積み上げて算出

する方法もある。 

① 計画使用水量算出方法（計画一日最大使用水量）の算出例を以下に示す。 

ア 計画使用水量を戸数から算出する場合「表－４．９」より 

単位当たり使用水量 × 戸数 （集合住宅の場合） 

イ 計画使用水量を延べ床面積から算出する場合「表－４．９」より 

単位延べ床当たり使用水量 × 延べ床面積 （事務所等の場合） 

＊事務所の場合、延べ床面積は従量計算 

ウ その他 

計画使用水量を使用計画人数から算出する場合 

１人１日当たり使用水量 × 使用人数（従業員等の場合） 

② 時間平均使用水量 

時間当たり給水量は、１日当たりの計画一日最大使用水量を平均使用時間で除した水量とする。 

③ 受水槽容量 

受水槽等の容量は、計画一日最大使用水量をもとに決定する。 

計画一日最大使用水量に対し、受水槽有効容量は４／１０～６／１０程度、高置水槽は１／１０程度を基 

準とし、使用形態等を考慮し決定する。 
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表－４．９ 業態別使用水量算定基準 

業態名 原単位当たり 
最大使用 

水量ℓ/日 

平均使用 

時間ｈ/日 
業態内容等 

 

家事用 

1） 「住宅」とは1 戸又は1 室（1 世帯）当たりの床面積により「Ａ～Ｃ」に分類する。 

2） 「集合住宅における各室」の取扱い。 

 ① 共同通路、ﾍ゙ ﾗﾝﾀ゙ 、ﾊ゚ ｲﾌ゚ ｼｬﾌﾄ等を除く1 室（１世帯）当たりの床面積により算定する。 

 ② 管理人が常住する場合は、「住宅」で算定し、これを「集合住宅」に合算する。 

 ③ 管理人が通いの場合は、「ｱﾊ゚ ﾄー」により算定し、これを「集合住宅」に合算する。 

3） 「寮における各室」の取扱い。 

 ① 寮内管理人室は、「家事用」、寮生以外の者が使用する事務所は、「事務室」により算定し、これを「寮」 

に合算する。 

 ② 寮内の娯楽室は、面積算定の対象外とし、算定しない。 

（注） 最大使用水量を乗じる用途又は業態名ごとの面積は、平方メートルを単位として定め、１平方メートルの 

１０分の１未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅Ａ 1戸又は1世帯 1,000 10 
延床面積 

60 ㎡以上 1 戸建住宅、

公団住宅、公

営住宅、マン

ション、社宅

等をいう 

 

 

住宅Ｂ 〃 600 10 
〃 30 ㎡以上 

〃 60 ㎡未満 

 

 

住宅Ｃ 〃 400 10 〃 30 ㎡未満  

アパ－ト 1室又は1世帯 200 10 浴室のない共同住宅  

寮 
各室の 

延べ床1㎡ 
19 10 

風呂・食堂・炊事場・洗面所等が共有施設

形態の寮、寄宿舎等 

 

 

商店 

1） 「商店」とは、業態により「Ａ～Ｌ」に分類する。 

2） 「店舗面積」とは、製造、販売等営業に要する面積をいう。 

 ① 店舗面積の内（上階が住居の場合は算入しない。）、トイレ、洗面室、化粧室、風除室は算入する。 

 ② 休憩室は算入しない。 

 

 

 

 

 

商店Ａ 延べ床1㎡ 90 10 コインランドリー  

商店Ｂ 〃 50 10 鮮魚店、豆腐店  

商店Ｃ 〃 25 10 理容店、美容室  

商店Ｄ 〃 25 10 
パン・ピザ・菓子製造販売店・寿司・弁

当・惣菜等製造販売店、精肉店等 

 

 

商店Ｅ 〃 20 10 
クリーニング店、ペットショップ、麻雀店

等 

 

 

商店Ｆ 〃 12 10 カラオケスタジオ、カラオケボックス 

 

 

商店Ｇ 〃 11 10 
コンビニエンスストア、新聞・牛乳等集配

達店 
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商店Ｈ 〃 5 10 青果店、生花店、ホームセンター  

商店Ｉ 〃 4 10 囲碁・将棋クラブ等  

商店Ｊ 〃 3 10 写真館  

商店Ｋ 〃 2 10 

洋品店、薬局、化粧品店、陶器店、新聞販

売店、眼鏡店、電気器具販売店、金物店、

厨房用品店、文具店、書籍販売店、手芸

店、スポーツ用品店、つり具店、精米店、

玩具店、自転車店、建材店、呉服店、タバ

コ店、カー用品販売、インテリア店、写真

取次店、製麺店、駅構内の売店、クリーニ

ング取次店、レンタルビデオ店、寝具店、

仏具店、民芸店、酒類販売店、履物店、そ

の他非用水型の商店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店Ｌ 〃 25 10 業態不確定  

飲食業 

1） 「食堂」とは、業態により「Ａ～Ｅ」に分類する。また、各業態が混在している場合は、主たる業態により 

基準水量を算定する。 

2） 「厨房＋店舗面積」とは、厨房（調理場）の面積と営業に要する面積との合計をいう。 

 

 

 

食堂Ａ 
厨房＋店舗面積

1㎡当り 
60 10 日本そば店 

 

 

食堂Ｂ 〃 55 10 寿司屋、焼肉店、中華料理店  

食堂Ｃ 〃 45 10 
とんかつ店、天ぷら屋、お好み焼店、大衆

食堂 

 

 

食堂Ｄ 〃 30 10 小料理店、居酒屋  

食堂Ｅ 〃 60 10 業態不確定  

仕出屋 〃 70 10 主に弁当の製造販売、配達  

料亭 〃 35 6    

スナック 〃 16 8    

キャバレー・バー 〃 14 6 
キャバレー、バー、クラブ、コンパ、プー

ルバー等 

 

 

喫茶店 〃 35 10 喫茶店、甘味店等  

レストランＡ 〃 35 10 

主に洋食を提供する飲食

業をいう。 

延床面積100㎡未満 

従量計算によ

り算定する 

※トイレを除 

く 

 

 

 

レストランＢ 〃 30 10 

主に洋食を提供する飲食

業をいう。 

〃 200 ㎡未満 

 

 

 

レストランＣ 〃 45 10 

主に洋食を提供する飲食

業をいう。 

〃 200 ㎡以上 
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ファーストフード 延べ床1㎡ 45 10 
フライドチキン・ハンバーガー・ピザ等の

製造販売に加え客席を有するもの 

 

 

 

大型店舗 

1） 「床面積」とは、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手すり、柱等の区画の中心線で囲ま 

れた部分の水平投影面積をいう。 

① 階段、エレベーター、パイプシャフト及び屋外観覧席はこれに算入する。 

② その周囲の相当部分が壁のような風雨を防ぎ得る構造の区画を欠き、かつ、保管又は格納その他の屋内的用 

途を目的としない部分（ポーチ、ピロティ、バルコニー、吹きさらしの片廊下、通常形式のビルの屋上等） 

は、「屋外部分」とみなし、算入しない。 

2） 「延床面積」とは、各階の床面積の合計をいう。 

 

 

 

 

 

 

デパート 延べ床1㎡ 6 10 大経営の総合小売店  

スーパーマーケッ

ト 
〃 10 10 

生鮮食品、食料品、日用雑貨等を主として

扱うセルフサービス方式の店舗 

 

 

 

事務所等 

1） 「事務所」とは、銀行、保険会社、自動車販売整備会社以外の会社事務所をいい、延床面積により「Ａ～ 

Ｄ」に分類する。 

① 「延床面積」とは、各階の床面積の合計をいう。 

② 社員食堂、書庫、保管庫、娯楽室等は事務所の一部として算入する。 

③ 外部利用者がいる営業食堂は、「飲食業」により算定し、これを「事務所」に合算する。 

2） 複合用途ビル 

① 多種の事務所等のある場合、各室ごとに床面積を算定し、各々の業態の基準水量を適用し、合算する。 

② 対象面積に算入しない共有部分は、階段、エレベーター、パイプシャフト、共同トイレ、共同湯沸室等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

銀行 延べ床1㎡ 1 9    

保険会社 〃 2 9    

車販売整備会社 〃 3 9 車の販売、整備、修理を行うもの 

 

 

事務所Ａ 延べ床1㎡ 20 9 延床面積50㎡未満 

従量計算によ

り算定する 

 

事務所Ｂ 〃 10 9 〃50㎡以上100㎡未満  

事務所Ｃ 〃 7 9 〃100㎡以上500㎡未満  

事務所Ｄ 〃 4 9 〃500㎡以上  

倉庫 〃 1 9 
独立して存在し、物資等の保管、保存に共

する建築物 

 

 

宿泊施設  

旅館等Ａ 延べ床1㎡ 15 12 洋式、和式を問わず各室に風呂のないもの 

 

 

旅館等Ｂ 〃 16 12 
洋式、和式を問わず各室又は一部の室に風

呂のあるもの 
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その他の営業 

1） 「敷地面積」とは建築基準法施行令第2条第1項にいう敷地の水平投影面積をいう。 
 

ｶ゙ ｿﾘﾝｽﾀﾝﾄ゙  敷地1㎡ 8 12    

パチンコ店 延べ床1㎡ 8 12 ﾊ゚ ﾁﾝｺ店、ｽﾏー ﾄﾎ゙ ﾙー・ﾋ゙ ﾘﾔー ﾄ゙ 場等  

映画館 収容席1席 25 14 映画館、寄席、劇場等  

病院施設 

1） 「医療部門面積」とは、医療部門の総面積をいう。 

2） 住宅部分を含む場合は、別途「家事用」により算定し、これを合算する。 

大病院 

1） 病床使用率について、病床数が100～250 にあって、当該する病院が公的機関（国・県・市町村・日赤・全国 

社会保険協会連合会、健康保険組合とその連合会、学校法人）の場合は使用率 100％を用いる。 

2） 病床使用率について、病床数が251 以上にあって、当該する病院が個人、医療法人の場合は使用率 75％を用 

いる。 

診療所Ｂ 

1） 医療部門：診察室、手術・準備室、消毒室、処置室、物・理療室、レントゲン暗視・透視・操作室、検査・ 

心電図室、薬局・薬品室、看護婦詰め所、院長室、受付事務室、待合室、病室 

2） 医療部門外：機械・ボイラー室、資料室、休憩室、更衣室、脱衣・浴室、便所、洗面所、洗濯室、ロッカー 

室、廊下、玄関、物置、リネン・倉庫、会議・相談室、応接室、宿直室 

3） 「計画一日最大給水量」の算定方法。 

（注）計画病棟数（認可）に「病床使用率」、更に「基準水量」を乗じて算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大病院 1病床 970 10 
100 病床以上：使用率100～250＝70％ 251 

以上＝100％ 

 

 

小病院 〃 850 10 20 病床～99 病床 使用率70％  

診療所Ａ 〃 840 10 
19 病床以下で入院施設のあるもの使用率

70％ 

 

 

診療所Ｂ 医療部門1㎡ 10 10 
19 病床以下で入院施設のないもの使用率

70％ 

 

 

学校等  

保育園 園児1人 85 9      

幼稚園 園児1人 25 5      

小学校 生徒1人 40 9      

中学校 〃 35 9      

高・大学 〃 40 9      

各種学校 〃 17 9 

和洋裁、ＯＡ、音楽、経理、進学予備校、

理美容等で、１建築物全体で学校施設とし

て使用するもの 

 

 

 

各種塾 延べ床1㎡ 2 8 
和洋裁、ＯＡ、語学、音楽、経理、進学予

備校、学習塾、習字等の各種塾をいう。 
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官公庁  

官公庁 延べ床1㎡ 4 9    

文化施設は、下表による。  

各室用途 原単位当たり 
最大使用水量

ℓ/日 

平均使用時間

ｈ/日 
業態内容等 

 

 

事務室 延べ床1㎡   最大使用水量は、事務所

用を用いる 
公民館・集会

所 

ｺﾐｭﾆﾃｨー ｾﾝﾀー  

保健ｾﾝﾀー  

青少年婦人会

館 

研修ｾﾝﾀー  

児童館 

老人福祉ｾﾝﾀー  

老人憩の家 

老人休養ﾎー ﾑ 

市民ｾﾝﾀー  

勤労会館 

 

 

 

管理人室 1室・1戸   最大使用水量は、生活用

を用いる 

 

 

館長室 1室 100 9    

従業員室 1人 100 9 
売店員、作業員等 

計画定員数 

 

 

図書室 利用者1人 25 9 0.4人/㎡  

会議室 〃 25 9 0.2人/㎡  

和室 〃 25 9 0.3人/㎡  

他の室 〃 25 9 
(児童室、工作室等) 

0.3人/㎡ 文化会館その

他、類するも

の 

※美術館、博

物館等は別途

協議とする 

 

 

研修室 〃 50 9 定員数  

宿泊室 〃 100 9 計画人員 

 

 

 

浴槽 1槽 有効量 9 満水容量×80％ 

※屋外施設、

複合施設につ

いては、空気

調和・衛生工

学便覧等を参

考に別途協議

とする 

 

浴室 利用者1人 50 9 計画人員  

シャワー室 〃 50 9 〃  

大ホール 〃 10 9 定員数  

大広間 〃 10 9 0.4 人/㎡  

体育館 選手1人 100 9 延選手人員  

〃 観客1人 30 9 定員数  

医務室 担当医1人 50 9 〃  

役員室 利用者1人 50 9 〃  

トレーニング室 利用者1人 10 9 ロッカー数×3 回/日  

トレーニング室 〃 60 9 〃 

(浴室、シャ

ワー室のある

もの) 

 

 

ゴルフ練習場 利用者1人 10 9 練習打席箇所数×3 回/日   
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テニスクラブ 〃 10 9 4 人/ｺー ﾄ×4 回/日   

 

 

シャワー 〃 50 9 〃    

散水栓 1個 50 9      

社会福祉施設  

収容施設 収容者1人 500 10      

通園施設 通園者1人 210 9      

社会福祉施設の内容は、下記による。 

1） 老人福祉法（昭和38年法律第133 号）第5条の3の老人福祉施設。 

2） 障害者自立支援法（平成 17 年法律第123 号）第5条第12項の障害者支援施設。 

3） 児童福祉法（昭和22年法律第164 号）第7条の児童福祉施設 

 

 

 

（学校、文化施設等） 

１冷却塔補給水：冷却塔設備のある場合、補給水として循環水量の１．５％の水量に１日平均使用時間を乗じた

水量を加算する。 

２プール給水：プール施設のある場合、補給水として有効容量の３．３％の水量と一時用水として有効容量の 

３．０％の水量の和を加算する。 

 

７ 給水管口径の決定 

（１）管口径決定の基本要件 

給水管の口径は、次のことを考慮して決定するものとする。  

① 給水管の口径は、配水管の最小動水圧時において計画使用水量を十分供給できるものであり、経済性も

考慮した合理的な口径で、かつ、著しく過大でないものとすることが必要である。  

② 設計に際して、配水管の最小動水圧（設計水圧）０．１４７ＭＰａ（１．５㎏ ｆ／㎠）とし、水理計算

を行うものとする。但し、管理者が別に定める場合はこの限りではない。  

③ 連合線における幹線管路の口径決定に際しては、それぞれの支分栓分岐箇所までの損失水頭の和が５ｍ

以上とならないように同時使用水量を考慮して決定するものとする。  

④ 給水管の口径は、水理計算により決定するものとするが、分岐点から給水用具までの立上がり高さと所

要水量に対する総損失水頭を加えたものが、配水管の最小動水圧時の水頭以下となるよう定めるものと

する。 

ただし、ある程度の余裕水頭を確保しておく必要がある。なお、湯沸器のように最低作動水圧を必要とす

る給水用具がある場合は、給水用具の取付部において３～５ｍ程度の水頭を確保し、また先止め式瞬間湯

沸器で給湯管路が長い場合は、給湯水栓やシャワー等において所要水圧を確保できるようにすること。

「総損失水頭」とは、所要水量を流すにあたっての分岐から給水装置末端給水用具までの管の摩擦損失水

頭並びに給水用具類（止水栓、メーター、水栓等）、管継手部、管の曲がり及び分岐等による損失水頭の

総和をいう。 

また、給水管の管内流速は、速くすると流速音が生じたり、ウォーターハンマーを起こしやすくなるの

で、２．０ｍ／ｓｅｃ以下に抑えることとする。（空気調和・衛生工学会より） 
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⑤ ＪＩＳ規格に基づく水道メーター形式別適正使用流量表（参考）「表－４．１２」を遵守し、メータ

ー口径選定表「表－４．１０」により選定することが望ましい。 

ただし、２５ｍｍ以上は水理計算による。 

 

表－４．１０ メーター口径選定表 

メーター口径 水栓設置数 同時使用水栓数 

１３mm ５個程度 ２個 

２０mm １０個程度 ３個 

２５mm ２０個程度 ５個 

 

⑥ 湯沸器、タンクレストイレなどのように最低作動圧力「表－４．１１」を必要とする給水器具がある場

合は、最低必要圧力を考慮して計算することも必要である。 

 

表－４．１１ 給水器具の最低必要圧力 

器  具 必要圧力(流動時) kPa 

一般水栓 30（0.3kgf／㎠） 

大便器洗浄弁 70（0.7kgf／㎠） 

小便器水栓 30（0.3kgf／㎠） 

小便器洗浄弁 70（0.7kgf／㎠） 

ﾀﾝｸﾚｽﾄｲﾚ（ﾌ゙ ｽーﾀー あり） 50（0.5kgf／㎠） 

ﾀﾝｸﾚｽﾄｲﾚ（ﾌ゙ ｽーﾀー なし） 70（0.7kgf／㎠） 

シャワー 70（0.7kgf／㎠） 

ガス瞬間湯沸器 4～5 号 40（0.4kgf／㎠） 

〃 7～16 号 50（0.5kgf／㎠） 

〃 22～30 号 80（0.8kgf／㎠） 

（注）ﾀﾝｸﾚｽﾄｲﾚはメーカー資料より 空気調和・衛生工学便覧 

 

⑦ メーターの口径は、基本的に給水管の口径によるものとする。なお、口径ごとに適正使用流量範囲、一

時的使用の許容流量等「表－４．１２」があるので、口径決定の際に留意すること。 
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表－４．１２ 水道メーター形式別適正使用流量表（参考） 

口径 

（mm） 

適正使用 

流量範囲 

（㎥/ｈ） 

（注１） 

一時的使用の許容流量 

（㎥/ｈ）（注２） 

1 日当たりの使用量 

（㎥/日）（注３） 月間使用量 

（㎥/月） 

（注４） 

 

1時間/日以内 

使用の場合 

10分以内の 

場合（注２） 

1日使用時間 

の合計が5時 

間のとき 

1日使用時間 

の合計が10時 

間のとき 

1日24時間使

用のとき 

 

 

接線流羽根車式  

13 0.1～1.0 1.5  2.5  4.5  7.0  12.0  100  

20 0.2～1.6 2.5  4.0  7.0  12.0  20.0  170  

25 0.23～2.5 4.0  6.3  11.0  18.0  30.0  260  

30 0.4～4.0 6.0  10.0  18.0  30.0  50.0  420  

40 0.5～4.0 6.0  10.0  18.0  30.0  50.0  420  

たて型軸流羽車式（ウォルトマン）  

50 
1.25～

17.0 
30.0  50.0  87.0  140.0  250.0  2600  

75 2.5～27.5 47.0  78.0  138.0  218.0  390.0  4100  

100 4.0～44.0 74.5  125.0  218.0  345.0  620.0  6600  

（一般社団法人日本計量機器工業連合会の資料による。） 

（注１）適正使用流量範囲とは、メーターの性能を長期間安定した状態で使用することのできる標準的な流量を

いう（製造者推奨値） 

（注２）短時間使用する場合の許容流量。受水槽方式や、直結給水で同時に複数の水栓が使用される場合、特に

短時間で大流量の水を使用する場合の許容流量をいう。 

また、従来の「流量基準」では、一時的使用の許容流量のうちの「瞬時的使用の場合」について数値に幅

をもたせて記載していたが、瞬時の意味が不明確でその大きさに左右されるため、これまでの使用実態等

を踏まえ、13 mm～100 mm を総合的に1 日当たり10 分程度の使用時間に統一して許容流量を示すこととし

た。 

（注３）一般的な使用状況から適正使用流量範囲内での流量変動を考慮して定めたものである。 

・1 日使用時間の合計が5 時間のとき……一般住宅等の標準的使用時間。 

・1 日使用時間の合計が10 時間のとき…会社（工場）等の標準的な使用時間。 

・1 日24 時間使用のとき…………………病院等昼夜稼動の事業所の使用時間。 

（注４）計量法（JIS 規格引用）に基づく耐久試験（加速試験）とメーターの耐久性が使用流量の二乗にほぼ反

比例することから定めた、1 ヶ月当たりの使用量をいう。 
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Q3≦16 m3/h のメーターの場合 

月間使用量＝ （Q3× 417 時間）×（Q3 ／適正使用流量範囲の上限）2 

            ＋ 

［（Q3 /2）×56 時間］×［（Q3 / 2）/適正使用流量範囲の上限］2 

            ＋ 

（Q4×100 時間）×（Q4 ／適正使用流量範囲の上限）2        ÷ 96 

 

Q3：定格最大流量 Q4：限界流量 

（２）給水管口径決定の手順 

給水用具の所要水量を設定し、管路の各区間の流量を求める。次に口径を仮定し、その口径で給水装置全

体の所要水頭が、配水管の水圧以下であるかどうかを確かめ、満たされている場合はそれを求める口径とす

る。満たされない場合は、仮定口径を変更して満たされるまで繰り返す。 

 

口径決定の手順 
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（３）損失水頭の算定に用いる公式 

損失水頭には、管の流入、流出口における損失水頭、管の摩擦による損失水頭、水道メーター、給水用具

類による損失水頭、管の曲がり、分岐、断面変化による損失水頭等がある。 

これらのうち主なものは、管の摩擦損失水頭、水道メーター及び給水用具類による損失水頭であって、そ

の他のものは計算上省略しても影響は少ない。 

① 給水管の摩擦損失水頭 

給水管の摩擦損失水頭の計算は、口径５０㎜以下の場合はウエストン（Ｗｅｓｔｏｎ）公式を用い、口径

７５㎜以上の管についてはヘーゼン・ウィリアムス（Ｈａｚｅｎ－Ｗｉｌｉａｍｓ）公式による。 

なお、組合において必要が生じた場合には、東京都実験公式（TW実験公式）も用いる。 

 

ア ウエストン公式（口径５０㎜以下の場合） 

 

イ ヘーゼン・ウィリアムス公式（口径７５㎜以上の場合） 

 

埋設された管路の流速係数の値は、管内面の粗度と管路中の屈曲、分岐部等の数及び通水年数により異な

るが、一般に、新管を使用する設計においては、屈曲部損失等を含んだ管路全体として１１０、直線部のみ

の場合は、１３０が適当である。 
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表－４．１３ ウエストン公式による流量表 
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表－４．１４ ヘーゼン・ウィリアムス公式による流量表 
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（４）給水用具等による損失水頭の直管換算長 

直管換算長とは、分水栓、止水栓、メーター及び継手等による損失水頭が、これと同口径の直管に換算し

て、何メートル分の損失に相当するかを、直管の長さで表したものをいう。 

「表－４．１５」は、代表的な各用具類の直管換算長を示したものである。なお、これに限らず各用具類

の製造会社の資料等を参考にして決定しても良い。 

 

表－４．１５ 直管換算長 

   口径(ｍｍ) 

種別 
13 20 25 30 40 50 75 100 150 

 

分岐箇所 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  

止水栓 

（ボール式） 
0.12 0.15 0.18 0.24 0.30 0.39 0.63 0.81 1.20  

丙子水栓 

（伸縮ボール式） 
0.12 0.15 0.18 0.24 0.30 0.39 0.63 0.81 1.20  

メーター 

（接線流羽根車

式） 
3.00 6.00 15.00 19.00 26.00          

メーター 

（ｳｫﾙﾄﾏﾝ型） 
          26.00 25.00 43.00 34.00  

メーター 

（電磁式） 
          26.00 25.00 43.00 1.10  

エルボ（90°）       1.20 1.50 2.10 3.00 4.20 6.00  

エルボ（45°）           1.20 1.80 2.40 3.60  

チーズ分流       1.80 2.10 3.00 4.50 6.30 9.00  

ヘッダー 0.90 1.20 1.50              

スリース弁 0.12 0.15 0.18 0.24 0.30 0.39 0.63 0.81 1.20  

仕切弁             0.63 0.81 1.20  

ストップ弁 4.50 6.00 7.50 10.50 13.50 16.50 24.00 37.50 49.50  

アングル弁 2.40 3.60 4.50 5.40 6.60 8.40 12.00 16.50 24.00  

逆止弁 1.20 1.60 2.00 2.50 3.10 4.00 5.70 7.60 12.00  

水せん 3.00 8.00 8.00              

定水位弁 4.50 6.00 7.50 8.50 13.50 16.50 24.00 37.50 49.50  

大便フラッシュ     7.00              

小便フラッシュ 3.00                  

※フート弁はアングル弁と同じ、逆止弁はスイング型の場合 
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８ 給水管の分岐 

（１）配水管からの分岐使用材料は、「表－４．１６」に示すとおりとする。 

（２）同一敷地内への取出しは、原則として１本とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときはこ

の限りでない。 

（３）分岐口径は、当該給水装置による水の使用量に比べ著しく過大でないものとする。 

ただし、協議のうえで１段階以下は認めるが、配水管口径と同口径は認めない。（６５mm 及び１２５mmは

段階として考慮しない。） 

（４）配水管から分岐する給水管の最小口径は宅地内の止水栓まで２０㎜とする。 

（５）本管と分岐管（枝管）のバルブの間からは、給水管分岐を禁止する。 

（６）道路の交差点内での給水管分岐は原則として禁止する。 

（７）引込管は、宅内の止水栓まで官民境界線に対し直角に布設すること。 

（８）分岐位置は、他の分岐位置より３０㎝以上離すこと。 

（９）配水管から分岐し、第一止水栓までの間の給水管からは原則分岐してはならない。 

（10）異型管等、直管以外の管から分岐してはならない。 

（11）異型管その他の付属施設（仕切弁、消火栓、空気弁等）のある箇所からの分岐位置は、１．０ｍ以上離す

こと。 

（12）断水区域が広範囲となる場合、又は渇水発生のおそれのある場合には、Ｔ字管の使用はさけ、割Ｔ字管を

使用して不断水工法により分岐すること。 

（13）既設給水管からの分岐は、給水装置所有者の承諾を得るとともに、次の各号に掲げることを考慮するこ

と。 

① 分岐の可否については、既設給水管の水圧と給水能力、所要水圧、損失水頭、給水栓の同時使用率など

を考慮して決めること。 

② 既設給水管の給水能力に不安のある場合は、無理な分岐をせず増径するなどの措置をすること。 
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表－４．１６ 分岐材料表 

管 種 分岐口径 分岐方法 備 考 

本管口径が75㎜以上の場合 

ダクタイル鋳鉄管 

鋳鉄管 

塩化ビニル管 

石綿管 

鋼管 

配水用ポリエチレン管 

25㎜以下 サドル付分水栓   

30㎜以上 
割Ｔ字管 

サドル付分水栓 

30㎜以上の引込みについて

は50㎜で分岐し、第 

1止水栓の下流で落す 

こと。 

本管口径が50㎜の場合 

ダクタイル鋳鉄管 

塩化ビニル管 

石綿管 

鋼管 

配水用ポリエチレン管 

ポリエチレン管 

25㎜以下 サドル付分水栓   

30㎜以上 
チーズ 

割Ｔ字管 

30㎜以上の引込みについて

は50㎜で分岐し、第 

1止水栓の下流で落す 

こと。 

本管口径が40㎜以下の場合 

塩化ビニル管 

鋼管 

25㎜以下 サドル付分水栓   

30㎜以上 チーズ   

ポリエチレン管   チーズ   

（注１）分岐材料は、管種にあった専用の材料を使用すること。 

（注２）本管が配水用ポリエチレン管の場合、本管布設と同時（一体）施行の場合は融着式を原則とする。 

（注３）上記の表に該当しない分岐材料の使用については、管理者の承認を受けること。 

（注４）ＴＳチーズを使用する場合は、切管及び伸縮離脱防止継手を使用し、適確に接続すること。 

（注５）異形管からは分岐しないこと。 
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９ 給水管の埋設深さ 

（１）給水管の埋設深さは、「表－４．１７」を標準とする。 

表－４．１７ 給水管の埋設深さ（土被り） 

 

（注１）市・町道については、車道部分の舗装構成厚に３０㎝を加えた値（当該値が６０㎝に満たない場合には、

６０㎝）以下にしないこと。（例）Ｌ型の場合 40 ㎝（路盤＋舗装）＋30 ㎝＝70 ㎝以上を確保する。 

（注２）歩道部分は歩道に隣接する車道端部より５０㎝の土被りを確保すること。 

（注３）歩道部の埋設深さは、車道部から引き込む場合は車道部の埋設深さ、歩道部の配水管から引き込む場合

は配水管の深さに準拠すること。 

（注４）分岐等のある場合は、高さを考慮すること。（サドル付分水栓の場合は高さ約１０㎝を加えた値） 

（注５）私道、宅地内の埋設深さは、現状又は将来、車両等の荷重等を受ける場合は、考慮すること。 

（注６）他の埋設物との離隔を原則として上下左右とも30cm以上確保すること。 

（２）メーター及び前後の埋設深さは、メーター設置高さに準じるものとする。 

   なお、５０mm 以上のメーター上流側の深さは、メーター取り付け位置の深さに合わせることができる。 

 

１０ 止水栓の位置基準 

（１）第１止水栓（ボール式）は、道路に至近距離の宅地内に設置する。ただし、道路に縦断配管し、延長が 

１５ｍ以上のときは、分岐箇所から垂直方向かつ直近の道路内にも設置するものとし、止水栓及び筺の選

定は、「表－４．１８」に示すとおりとする。 

（２）河川等や石垣等に配管する場合は、道路内の上流側に止水栓を設置すること。 

（３）配水管から分岐して民地等へ直接給水管を引き込む場合は、官民境界線に対し直角に布設した直線上の官

民境界から０．５ｍ～１．５ｍ以内に止水栓を設置すること。 

（４）止水栓の埋設深さは、給水管埋設深さと同一とすること。（口径50mm 以上は０．６ｍ以上とする。） 

（５）止水栓筺の設置高は、埋没を防ぐため、地面より若干（１ｃｍ位）高くすること。ただし、通行の妨げに

なる場合は、この限りではない。 

（６）設置位置は、他の構造物に対して操作機能を損なわないこと。なお、将来の外構及び隣地の外構等に配慮

すること。 
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（７）丙止水装置は、給水管口径５０mm 以下の場合、メーターの上流側にすべてボール式伸縮丙止水栓（以下

「丙止水栓」という。）を設置することとし、給水管口径２５mm 以上については、メーターの下流側に逆

止弁又はそれに代わるストップバルブ等（以下「止水弁等」という。）を設置すること。 

なお、２５mm 以下はメーターボックス内とし、３０mm 以上はメーターボックス内又は外に設置し、メータ

ーボックス内に設置する場合は伸縮機能を有したものとする。なお、メーターボックス外に設置した場合は

５０cm 以内に設置また、メーター交換等を考慮し、伸縮管を設置すること。 

（８）連合装置等の場合において、共用第１止水装置より下流の各戸用止水栓は、維持管理上特に必要がある場

合を除き、その装置を省略してメーター上流側に設置した丙止水栓などを、各戸の止水装置とすることが

できる。 

（９）建物内（パイプシャフト内等）にメーター室を設ける場合、メーターの上流側に丙止水栓を、下流側にス

トップバルブ等を設置する。 

（10）増設、改造工事の際、丙止水栓の設置されていない装置及び不良な装置は、新設工事と同様に基準に沿う

ように止水器具を設置すること。なお、既設止水栓、丙止水栓及び筺も、同様に扱うものとする。 

 

表－４．１８ 止水装置用材料一覧表 

 
 

１１ メーターの位置基準 

メーターは、需要者が使用する水量を清算計量する計量器で、その計量した水量は料金算定の基礎となる

ので、取扱いには十分注意し、メーターの検針及び取替作業が容易にできるように設置すること。設置にあ

たっては、次のとおりとする。 

（１）道路と宅地の境界に近接して、かつ、建物外の宅地内に設置すること。 
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（２）分岐位置に近接するところとすること。 

（３）メーターの設置位置は、原則として、官民境界線に対し直角に布設された直線上の官民境界から２．０ｍ

以内に設置すること。 

（４）給水栓より低位置で、水平に設置できるところとする。 

（５）検針及びメーター取替えに支障のないところとすること。 

（６）専用の止水栓に近接するところとする。 

（７）メーターボックスの設置高さは、埋没を防ぐため、地面より若干（１ｃｍ位）高くすること。 

ただし、通行の妨げになる場合は、この限りではない。 

（８）凹地を避け、水はけの良いところとすること。 

（９）汚水が入り難く、かつ、衝撃、凍結等により損傷のおそれのないところとすること。 

（10）ビル等で建物外に取り付けることが困難な場合は、建物内に点検、取替え、補修作業に支障のないメータ

ー室（十分な広さ及び点検扉の取り付け）を設置すること。 

（11）適正な計量を確保するため前後配管に直径の５倍以上の直線部分を設けること。 

（12）メーターは、１建築物に１個を基本とする。なお、同一所有者が同一敷地内に設置する２以上の建物又は

施設は１建築物とみなす。また、同一敷地内とは、特定の１所有者が占有する区画で、他占用者の敷地に

接する敷地内を言う。 

（13）同一敷地内であっても構造上又は、利用上独立して使用される２以上の建築物に給水装置を設ける場合

は、それぞれに１個のメーターを設置することができる。 

（14）集合住宅等で１棟の建物の構造が、専用の入口、便所、台所などを備え、独立して生活できるよう数世帯

に分割される場合は、各世帯別（各室別）にメーターを設置することができる。 

（15）メーターボックスの選定は以下のとおりとする。 

  ① 口径２５mm以下については、地下式のユニット式メーターボックスとする。 

  ② その他の口径については規格品とし、組合の承認を得ることとする。 

（16） 口径３０mm以上のメーター設置は、メーター用伸縮管を使用すること。なお、メーターボックス内に伸

縮機能を備えた逆止弁又はそれに代わるストップバルブ等を設置する場合は、兼ねることができるものと

する。 

（17）私設メーター 

私設メーターは、下記の条件を満たした場合に設置を認める。 

①「基準に関する省令」第１条及び第２条に規定する耐圧及び浸出等に関する基準に適合する水道メーター 

であること。 

② 設置位置は、組合の貸与メーターの下流側とする。 

③ 組合の貸与メーターと容易に判別ができる措置を講じること。 
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表－４．１９ メーター取付間隔表 

上水ねじ 

 

 

  

メーター長さ
Ｌ(㎜)

メーター取付間隔
（パッキン厚3 ㎜）

備 考

13 ㎜ 100 106 接線流羽根車式単箱型

20 ㎜ 190 196 接線流羽根車式複箱型

25 ㎜ 225 231 〃

30 ㎜ 230 240 〃

40 ㎜ 245 251 〃

50 ㎜ 245 251 〃

50 ㎜ 560 566
たて型軸流羽車式
(ウォルトマン)

65 ㎜ 580 586 〃

75 ㎜ 630 636 〃

100 ㎜ 750 756 〃

125 ㎜ 850 856 電磁式

150 ㎜ 1000 1006 〃

寸法
口径



42 

 

１２ 使用材料 

（１）配水管から分岐してメーターまでの使用材料は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水

装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、管理者が指定した材料を使用すること。（標

準の使用材料については、第５章の９「給水管の配管工事」を参照）その材料は次のとおりとする。 

ただし、管理者が認めた場合はこの限りではない。 

 

表－４．２０ 使用材料一覧表 

品  名 規  格 呼  径 備  考 

ダクタイル鋳鉄管（GX形) 
JWWA G 120 

75mm～150mm 
各種 

JWWA G 121 GX異形管 

ポリエチレンスリーブ JWWA K 158 各口径 ダクタイル鋳鉄管用 

ポリエチレン管 
JWWA K 144 50mm～150mm 配水用ポリエチレン管 

PW A 005 20mm,25mm,50mm 給水用ポリエチレン管 

サドル付分水栓 
JWWA B 117 

20mm,25mm,50mm 
規格品 

JWWA B 136 規格品 

EFサドル PTC K 13 20mm,25mm,50mm   

止水栓（ボール式) JWWA B 108 20mm,25mm   

止水栓（ゲート式）   50mm以上   

ソフトシール仕切弁 
JWWA B 120 75mm～150mm   

PTC B 22 50mm～150mm 配水用ポリエチレン管用 

メーターボックス   20mm～150mm   

ユニット式メーターボック

ス（地下式） 
  20mm,25mm   

バイパスユニット   25mm,40mm,50mm   

止水栓筐 

φ100×350   宅内用（水マーク入り) 

φ150×350～1000   宅内用（水マーク入り) 

φ137～143×480～700   道路用 

仕切弁筐 φ214×500～600   道路用 

座台 止水栓用及び仕切弁用     

埋設標識シート 巾・長さ：150mm（ダブル折り込)×50m 

明示テープ 30mm×20m（縦断配管)   上水用 

※ 主要な使用材料は上記のとおりとする。本表以外の材料を使用する場合には、組合に確認すること。 

 

１３ 給水管の配管 

（１）給水管の配管口径は、配水管の分岐から第一止水栓までは、同口径を原則とする。 

（２）道路部を横断して布設する給水管の口径は２０㎜以上とする。 

ただし、縦断方向に概ね１５ｍ以上布設する場合は、損失水頭を考慮し２５㎜以上とする。 

（３）鉱油類（ガソリン等）、有機溶剤（塗料・シンナー等）その他の油類が浸透するおそれのある場所に配管

する場合は、浸透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護の措置を講じなければなら

ない。ポリエチレン管は浸透されやすく、ガソリンスタンド、自動車整備工場、有機溶剤取扱事務所等の

使用には注意が必要である。 

（４）河川、水路等を横断する場合は伏越しを原則とするが、やむを得ず上越しを行う場合は高水位以上の高さ

に設置し、かつ鋼管などのさや管に入れ防護措置を講ずること。いずれも河川、水路等の管理者の指示を

受けること。 
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（５）擁壁、法面を２．０ｍ以上立上り、立下りして配管する場合は、維持管理を考慮して露出配管とし、ビニ

ルライニング鋼管、ステンレス鋼、又はポリエチレン管(配水用・給水用)をさや管等により適切な防護をし

たものを使用して、擁壁、法面に添わせ美観を損なわないよう考慮すること。なお、維持管理を考慮した

場合、露出配管が望ましい箇所は２ｍ未満であっても、露出配管又は、さや管方式とする。 

（６）給水管の布設位置は、できるかぎり下水、トイレ、汚水タンク等の場所を避けるとともに、止水栓、メー

ターボックスの設置位置を十分考慮し、維持管理に支障をきたさないよう配管すること。 

（７）給水管（ヘッダー方式は除く）は、家屋の外周り（建物基礎の外周り）に布設し、維持管理に支障のない

ようにする。 

（８）給水管を２階以上又は、地階に配管する場合は、修理工事等に備えて、その配管の途中で容易に操作でき

る箇所に止水器具を設置することが望ましい。 

（９）給水管中に停滞空気が生じて通水を阻害したり、水が停滞し死水が発生するおそれがあるところは、それ

ぞれ排気装置（空気弁等）及び排水装置を設けるなど適切な措置を講じること。 

（10）給水装置から公道部分を横断して更に給水装置を設置することは、維持管理上禁止する。 

（11）水道以外の管又は他の水管（配水管の取出し位置が異なる給水装置及び井水管等）との接続を行ってはな

らない。なお、他の配管がある場合は、配管を区別（管種の変更、明示テープの貼付等）とし、水道メー

ターの下流側に逆流防止装置を設置すること。 

（12）下記材料の施行要領記載 

一般に使用されている給水管は次のとおりである。 

① 鋼管 

鋼管は、樹脂被覆鋼管とステンレス鋼管が使用されている。 

樹脂被覆鋼管は、管の内・外面に種々のライニングを施し、腐食防止を目的とした複合管である。ねじ 

接合部の腐食防止には管端防食継手が最も効果がある。 

なお、地中埋設管には、外面被覆管及び外面被覆継手を使用することが望ましい。ステンレス鋼管は、 

錆びに強く軽量である等の特徴から、給水管や給湯管として多用されている。 

ア 硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＪＷＷＡ Ｋ １１６） 

硬質塩化ビニルライニング鋼管は、強度については鋼管が、耐食性等については硬質塩化ビニル管

が分担して、それぞれの特徴を有効に利用した複合管である。硬質塩化ビニルライニング鋼管には、屋

内及び埋設用に対応できる外面仕様の異なる管がある。 

管の選定に当たっては、環境条件を十分考慮する必要があるが、一般的に屋内配管及び屋外露出配

管 にはＶＢ、また、地中埋設配管及び屋外露出配管にはＶＤが使用される。なお、ＶＤ以外を地中埋

設配管に使用する場合は、防食対策（防食テープ、ポリエチレンスリーブ等の被覆）を講じなければな

らない。管の切断及びねじ切りに当たっては、ライニングされたビニル部分への局部加熱を避けること

や内面にかえりが出ないようにすること、また外面に被覆されているビニル部分の取り扱いを慎重に行

うこと等の配慮が必要である。接合部のねじや管端部は、腐食しやすいので管端防食継手（ＪＷＷＡ 

Ｋ １５０）を使用する。 

ライニング鋼管の継手は、ねじ込み接合が一般的である。ねじ部分には、水質に悪影響を及ぼさな

い防食シール剤を使用して十分防護する必要がある。 
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イ 耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管（ＪＷＷＡ Ｋ １４０） 

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管は、配管用炭素鋼鋼管の内面に耐熱性硬質塩化ビニルをライ

ニングした管である。この管の用途は、給湯・冷温水などであり、連続使用許容温度が８５℃以下であ

る。耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管の専用継手として、水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング

鋼管用管端防食継手（ＪＷＷＡ Ｋ １４１）、耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管用ねじ込み式管端

防食継手がある。 

ウ ポリエチレン粉体ライニング鋼管（ＪＷＷＡ Ｋ １３２） 

ポリエチレン粉体ライニング鋼管は、鋼管内面に適正な前処理を施したのち、ポリエチレン粉体を

熱融着によりライニングしたものである。管及び継手の種類、接合方法等については、前記アの硬質塩

化ビニルライニング鋼管に準じる。 

エ ステンレス鋼管（ＪＷＷＡ Ｇ １１５、１１９） 

ステンレス鋼管は、ステンレス鋼帯から自動造管機により製造され、特に耐食性に優れている。ま

た、強度的に優れ、軽量化しているので取り扱いが容易である。管の保管、加工に際しては、かき傷や

すり傷を付けないよう取り扱いに注意する必要がある。ステンレス鋼管を加工して変位吸収性等の耐震

性に富み、波状部において任意の角度を形成でき、継手が少なくてすむ等の配管施工の容易さを備えた

波状ステンレス鋼管がある。 

ステンレス鋼管の継手の種類としては、伸縮可とう式及びプレス式がある。伸縮可とう式は、地盤

沈下、重車両の通過等使用環境の厳しい箇所の地中埋設配管に使用され、プレス式は、屋内配管及び可

とう性、抜出し阻止力等をそれほど必要としない箇所の地中埋設配管に使用される。それぞれの継手の

特徴を生かして用途により使い分けられている。（ＪＷＷＡ Ｇ １１６） 

② 銅管 

銅管は引張強さが比較的大きく、アルカリに侵されず、スケールの発生も少ない。銅管は耐食性に優れて

いるため薄肉化しているので、軽量で取り扱いが容易である。なお、管の保管、運搬に際しては凹み等を

つけないよう注意する必要がある。銅管の外傷防止と土壌腐食防止を考慮した被覆銅管がある。これら銅

管のうち、軟質銅管は４～５回の凍結では破裂しない特徴がある。ただし、銅管は原水に遊離炭酸が多い

水質には適さない。銅管の継手としては、ハンダ付、ろう付接合の継手がある。（ＪＷＷＡ Ｈ １０２）

また、団体規格（日本銅センター規格）として、プレス式管継手等の機械継手の規格がある。 

③ 硬質ポリ塩化ビニル管 

ア 硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳ Ｋ ６７４２、ＪＷＷＡ Ｋ １２７） 

硬質ポリ塩化ビニル管は、引張強さが比較的大きく、耐食性、特に耐電食性が大である。 

しかし、直射日光による劣化や温度の変化による伸縮性があるので配管において注意を要する。ま

た、難燃性であるが、熱及び衝撃に弱く、凍結の際に破損しやすい。特に、管に傷がつくと破損しやす

いため、外傷を受けないよう取り扱いに注意するとともに、芳香族化合物（シンナー等）等によって管

の材質に悪影響を及ぼす物質と接触させてはならない。硬質ポリ塩化ビニル管の継手としては、硬質ポ

リ塩化ビニル製及びダクタイル鋳鉄製のものがある。接合方法には、硬質ポリ塩化ビニル製として接着

剤を用いたＴＳ接合（ＪＩＳ Ｋ ６７４３）と、ゴム輪接合（ＪＷＷＡ Ｋ １２８）とがあり、ダクタ

イル鋳鉄製としては、ゴム輪接合（ＪＷＷＳ Ｋ １３１）がある。ＴＳ接合作業に当たっては、管挿し

口外面と継手受け口内面に付着した泥や水をきれいに拭き取った後、接着剤を薄く均一に塗布し、素早
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く接合しなければならない。 

イ 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳ Ｋ ６７４２、ＪＷＷＡ Ｋ １２９） 

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管は、硬質ポリ塩化ビニル管の耐衝撃強度を高めるように改良された

ものである。長期間、直射日光に当たると、耐衝撃強度が低下することがあるので注意が必要である。

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管の継手としては、耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製（ＪＷＷＡ Ｋ １３

０）及びダクタイル鋳鉄製のものがある。管の接合方法については、前記アの硬質塩化ビニル管に準じ

る。 

ウ 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（ＪＩＳ Ｋ ６７７６） 

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管は、硬質ポリ塩化ビニル管を耐熱用に改良したものである。 

許容圧力０．２ＭＰａの場合、９０℃以下の給湯配管に使用できる。金属管と比べ伸縮量が大きい

ため、使用に当たっては耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手（ＪＩＳ Ｋ ６７７７）等を使用するか、又

は配管方法によって伸縮を吸収する必要がある。ただし、瞬間湯沸器においては、機器作動に異常があ

った場合、管の使用温度を超えることもあるため使用してはならない。また、熱による膨張破裂のおそ

れがあるため、使用圧力により減圧弁の設置を考慮することが必要である。 

④ ポリエチレン１種二層管（ＪＩＳ Ｋ ６７６２） 

ポリエチレン１種二層管は、柔軟性があるため、現場での生曲げ配管が可能であり、また長尺物のため、

少ない継手で施工できる。しかし、他の管種に比べて柔らかく、傷が付き易いため、管の保管や加工に際

して取り扱いに注意が必要である。 

なお、有機溶剤、ガソリン等に触れるおそれのある箇所での使用は、避けなければならない。二層管の種

類には、１種、２種、３種がある。ポリエチレン１種二層管の継手は金属継手（ＪＷＷＡ Ｂ １１６）で

ある。 

⑤ 水道配水用ポリエチレン管（ＪＷＷＡ Ｋ １４４） 

水道配水用ポリエチレン管は、高密度ポリエチレン樹脂（ＰＥ１００）を主材用とした口径５０ｍｍ以上

の管で、耐久性、耐食性、衛生性に優れる。管の柔軟性に加え、災害現場や泥濘地においても施工可能な

メカニカル接合やＥＦ接合等により管と継手が一体化し、地震、地盤変状等に対応できる。また、軽量で

取扱いが容易である。 

⑥ 水道給水用ポリエチレン管（ＰＷ Ａ ００５） 

水道給水用ポリエチレン管は、高密度ポリエチレン樹脂（ＰＥ１００）を主材料とした管で、耐久性、耐

食性、衛生性に優れる。また、現場での生曲げ配管も可能であり、長尺物を使用することにより少ない継

手で施工できる。管の柔軟性に加え、電気融着等により管と継手が一体化し、地震、地盤変動等に適応で

きる。また、災害現場や泥濘地においても施工可能なメカニカル継手もあり、軽量で取扱いが容易であ

る。 

⑦ 架橋ポリエチレン管（ＪＩＳ Ｋ ６７８７） 

架橋ポリエチレン管は、耐熱性、耐寒性及び耐食性に優れ、軽量で柔軟性に富んでおり、管内にスケール

が付きにくく、流体抵抗が小さい等の特長を備えている。また、管は長尺物のため、中間での接続が不要

になり、施工も簡単である。９５℃以下の給湯配管に使用できるが、水温に応じ設計圧力が規定されてお

り、その上限を超えないように、減圧弁を設置する等配管には注意が必要である。また、直射日光や直

火、有機溶剤に弱く、傷つき易いことから、保管や運搬には注意を要する。架橋ポリエチレン管の接合方
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法としては、メカニカル式接合と電気融着式接合（ＪＩＳ Ｋ６７８８）がある。 

⑧ ポリブテン管（ＪＩＳ Ｋ ６７７８） 

ポリブテン管は、高温時でも高い強度を持ち、しかも金属管に起こり易い侵食もないので温水用配管に適

している。９０℃以下の給湯配管に使用できるが、水温に応じ設計圧力が規定されており、その上限を超

えないように、減圧弁を設置する等配管には注意が必要である。ポリブテン管の接合方法としては、メカ

ニカル式接合、電気融着式接合、熱融着式接合（ＪＩＳ Ｋ ６７９３）がある。 

⑨ ダクタイル鋳鉄管（ＪＷＷＡ Ｇ １１３・１２０） 

ダクタイル鋳鉄管は、鋳鉄組織中の黒鉛が球状のため、強靭性に富み衝撃に強く、強度が大であり、耐久

性がある。接合形式には、伸縮可とう性があり、管が地盤の変動に適応できるものがある。接合形式の種

類が豊富であり施工性が良い。 

ダクタイル鋳鉄管の接合形式には、Ｔ形、Ｋ形、ＮＳ形、ＧＸ形、フランジ形等（ＪＷＷＡ Ｇ １１４・

１２１）多種類あるが、一般に給水装置工事では、メカニカル継手（Ｋ形）、プッシュオン継手（ＮＳ

形、ＧＸ型）及びフランジ継手の３種類がある。 

 

１４ 防護措置 

（１）電食又は腐食等のおそれのある場合は、次の防護措置を講じること。 

① 割Ｔ字管による分岐箇所には、防食フィルムで被覆すること。 

② サドル付分水栓による分岐箇所（鋳鉄管類及び鋼管類のせん孔断面を含む。）には、防食コアを装着

し、防食フィルムで被覆すること。 

③ 分水止め箇所にも防食フィルムで被覆すること。 

④ 鉄管類を布設する場合は、管路全体（分岐箇所含む。）に防食用ポリエチレンスリーブで被覆するこ

と。 

（２）衝撃又は凍結等のおそれのある場所は、次の防護措置を講じること。 

① 水圧、水撃作用により管が離脱するおそれのある箇所には、離脱防止金具等により、抜出防止措置を講

じること。 

② 擁壁又は法面を２．０ｍ以上立上がり（立下がり）して配管する場合は、維持管理（漏水修理及び漏水

による崩壊等）を考慮し、露出配管するとともに、防寒及び防護措置を講じること。 

③ 屋外及び所定の土被りが得られない場合には、防寒及び防護措置を講じること。 

（３）酸又はアルカリによる侵食のおそれのある場所に配管する場合は、防食材で被覆する等の適切な防食措置

を講じること。 

（４）漏洩電流により侵食されるおそれのある場所に設置される給水装置は、非金属製の材質のもの、又は、絶

縁材で被覆すること等により適切な電気防食の措置を講じること。 

（５）地盤沈下又は振動等により破壊が生じるおそれのある箇所には、伸縮又は可とう性を有する給水装置を設

置すること。 

（６）ポリエチレン管を、油脂類の浸透のおそれがある場所にやむを得ず配管する場合は、さや管等の適切な防

護措置を講じること。 
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１５ 危険防止の措置 

（１）給水装置は、当該給水装置以外の水管等、水が汚染されるおそれのある設備に直接連結させてはならな

い。 

（２）給水装置には、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを直結してはならない。 

（３）給水装置末端の用具及び装置は逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じるおそれのないものでな

ければならない。ただし、構造上やむを得ず水が停滞する場合は、これを排除する装置（排水装置）を末

端部に設置すること。 

（４）給水管の中に空気が停滞するおそれのある箇所には、これを排除する装置（空気弁等）を設置すること。 

（５）水洗便器に直結する給水装置にあっては、バキュームブレーカー付フラッシュバルブを備える等の逆流防

止の措置を講じること。 

（６）高水圧を生じるおそれがある箇所や貯湯湯沸器には、減圧弁又は逃がし弁を設置すること。 

（７）地盤沈下又は振動等により破壊が生じるおそれのある箇所には、伸縮又は可とう性を有する給水装置を設

置すること。 

 

１６ 受水槽式の設備 

受水槽式の配管設備及び構造については、建築基準法等の関係法令を遵守しなければならない。給水方式

を「受水槽式」とする場合は、次によるものとする。 

（１）設置場所 

① 受水槽は、地上式とすること。ただし、やむを得ない場合は、地下室に設置することができる。 

② 受水槽は、換気がよく管理の容易な場所に設置し、浄化槽等の汚水源に近接しない場所に設置するこ

と。 

③ 配水管より低い位置に受水槽を設置する場合は、付近周辺の水圧低下、変動又は水量不足を招くおそれ

があるので給水管を道路高さより１．５ｍから５．０ｍ立ち上げる構造や流量調整型の定水位弁を設置

し、流量を調整すること。 

また、特に５０㎜以上の給水管については、空気弁を設置すること。 

（２）構造 

① 本体 

ア 外部からの受水槽の天井、底又は周壁の保安点検を容易かつ安全に行うことができる構造とする。 

イ 受水槽の天井、底又は周壁は、建築物の他の部分と兼用しない。 

（注）上記ア、及び、イにより受水槽のすべての面の表面と建築物の他の部分との間に空間があり、６ 

面点検が容易にできる構造でなければならない。 

（ア）受水槽の材質は、鋼板製、ガラス繊維強化樹脂（ＦＲＰ）、鉄筋コンクリート製、その他堅固な 

もので、水質に悪影響をおよぼすおそれがないものであること。 

（イ）水密性が十分確保できるもので、耐震構造であること。 

（ウ）受水槽内面に使用する塗料及び仕上剤は、公的機関で安全性が確認されているものであること。 

（エ）槽底は、排水口に向かって勾配をつけること。 

（オ）保守点検用の人孔及びタラップを取り付けること。 

（カ）人孔は、雨水、汚水等の流入防止のため、覆蓋若しくは地盤より高位置に設けるものとし、その 
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材質は、鉄製又は同程度の強度を有するものとすること。 

（キ）人孔用蓋は、原則として水密性を持った防水型を使用し、取手を設けるとともに、必要に応じ施 

錠すること。 

② ボールタップ 

ア ボールタップの取付位置は、点検修理に便利なマンホール近くに設置すること。 

イ ボールタップは、比較的水撃作用の少ない複式、親子２球式及び定水位弁等、その用途に適したもの 

を使用すること。 

ウ 電磁弁により入水制御する場合は、定水位弁のバックアップとして設置すること。 

エ ボールタップで給水する場合は、水圧の高い地域等においては水衝圧が大きいので、必要に応じて  

波立ち防止板を設置すること。 

③ 流入管 

ア 流入管にはメーターの使用範囲又は給水管の許容流速以内に流量を調整できる弁（定流量弁、減圧  

弁等）を設置すること。 

イ 流入管の吐水口は、逆流を防止するため、必ず落とし込みとし、吐水口と越流面並びに吐水口最下  

端と側壁までの距離は、所定の吐水口空間を確保すること。 

ウ 流入管は、ウォーターハンマー等の影響を受けないよう支持金物で強固に固定すること。 

エ 流入管の主弁と副弁の吐水口間隔は、１．０ｍ以上とすること。 

オ 流入管と流出管の取付位置は、水の停滞を防ぐ構造とし、できる限り反対方向となる位置とする  

こと。（水槽の同一側に接続せず、対角線上に接続する。） 

④ 流出管 

流出口は、原則として、槽底より少し上（１０㎝以上）から取り出すこと。 

⑤ 越流管 

ア 越流管は、受水槽に汚水の逆流のないよう基準面（ＧＬ等）より５０㎝以上の高さに設け、出口に  

は防虫網を設置すること。 

イ 越流管の大きさは、流入管口径（呼び径）の４０％増し以上とすること。 

⑥ 吐水口空間 

第６章 水の安全・衛生対策及び給水装置保護の第５号逆流防止を参照 

⑦ その他 

ア 受水槽には、最低部に排水管及び排水ピットを設置することとし、排水時に汚水等が逆流しない装  

置又は、排水口空間を設けること。 

イ 受水槽には、極力、オーバーフロー等を防止するための水位異常警報装置を設置すること。 

ウ 排水口及び通気口には、防虫及び防鼠のための網を取り付けること。 

エ 受水槽の清掃、停電及びポンプ故障等の断水に備え、直結の非常用給水栓を受水槽の近くに設置す  

ること。 

オ 受水槽後末端給水設備で残留塩素0.1㎎/L以上確保できない場合は、滅菌装置等の設置が好まし

い。 

（３）受水槽の容量 

① 受水槽の容量は、一日最大使用量の４／１０～６／１０を標準とする。 
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② 受水槽の容量は使用水量によって定めるが、配水管の口径に比べ単位時間当りの受水量が大きい場合に

は、配水管の水圧が低下し、付近の給水に支障及ぼすことがあるので、定流量弁や減圧弁を設置した

り、タイムスイッチ付電動弁を取り付けて水圧が高い時間に限って受水する方法等により対応するこ

と。 

③ 有効容量は、最高水位（オーバーフロー管の下端等）と最低水位（流出管の下端等）との間を有効深さ

として算出すること。 

④ 高置水槽の容量は、一日最大使用量の１／１０を標準とする。 

（４）受水槽の兼用 

① 受水槽に水道水と井水等の水道水以外の水とを混合して供給してはならない。 

ただし、下記条件に合致する場合はこの限りでない。 

ア 水質基準に適合していること。 

イ 「水道法」、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく維持管理がなされている 

こと。 

ウ 専用水道等に該当することになるので、監督省庁の了解が得られていること。 

エ 住宅の場合であっても各戸検針はできないこと。 

② 消火用水確保のため、受水槽を兼用する場合の容量は、一日最大使用水量を超えないこと。 

（５）防火水槽等への給水 

防火水槽、プール、噴水、その他水を入れ又は、受ける器具への給水は、次によるものとする。 

① 給水管の吐出口は必ず落し込みとし、水面が波立ちやすい水槽並びに事業活動に伴い、洗剤又は薬品を

入れる水槽及び容器に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く。）において、算定された越流

面から吐水口の最下端までの垂直距離が２００㎜未満の場合にあっては、当該距離は２００㎜以上とす

る。 

② プール、噴水、防火水槽等への給水は、原則として、手動による方式とすること。 

③ オーバーフロー装置は、必ず設けること。 

④ 注入口に近接して、止水器具を設置すること。 

⑤ プール用の給水管は、プール容積、付属施設、使用形態等を考慮して、口径を決定すること。 

⑥ プールには、循環浄化装置の設置を考慮すること。 
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第５章 給水装置工事の施工 

１ 一般事項 

工事は、関係法令を遵守して、各工種に適した方法に従って行い、設備の不備、不完全な施工等によって

事故や障害を起こすことがないようにすること。 

 

２ 土工事項 

（１）給水装置工事において、道路掘削を伴う場合、その工事箇所の施工手続を当該道路管理者及び所轄警察署

長等と行い、その道路使用許可等の条件を遵守して適正に施工、かつ、事故防止に努めなければならな

い。 

（２）掘削に先立ち事前の調査を行い、現場状況を把握するとともに、掘削断面の決定に当たっては、次の留意

事項を考慮すること。 

① 掘削断面は、道路管理者等が指示する場合を除き、予定地における道路状況、地下埋設物、土質条件、

周辺の環境及び埋設後の給水管の土被り等を総合的に検討し、最小で安全かつ確実な施工ができるよう

な断面及び土留法を決定する。 

② 掘削深さが１．５ｍを超える場合は、切取り面がその箇所の土質に見合った勾配を保って掘削できる場

合を除き土留工法を施すこと。 

③ 掘削深さが１．５ｍ以内であっても自立性に乏しい地山の場合は、施工の安全性を確保するため、適切

な勾配を定めて断面を決定するか、又は土留工を施すものとする。 

（３）機械掘削と人力掘削の選定に当たっては、次の事項に留意する。 

① 下水道、ガス、電気、電話等の地下埋設物の輻輳状態、作業環境等及び周辺の建築物の状況 

② 地形（道路の屈曲及び傾斜等）及び地質（岩、転石、軟弱地盤等）による作業性 

③ 道路管理者及び所轄警察署長による工事許可条件 

④ 工事現場への機械輸送の可否 

⑤ 機械掘削と人力掘削の経済比較 

（４）掘削は、周辺の環境、交通、他の埋設物等に与える影響を十分配慮し、慎重に行う。 

① 舗装道路の掘削は、隣接する既設舗装部分への影響が生じないようカッター等を使用して、切り口は垂

直になるように埋設物に注意しながら、丁寧に所定の深さに掘削する。なお、形は方形を基本とする。 

② 道路を掘削する場合は、１日の作業範囲とし、掘置きはしない。 

③ 埋設物の近くを掘削する場合は、必要により埋設物の管理者の立会いを求める。 

 

３ 埋め戻しと残土処理 

（１）埋め戻しは、次によらなければならない。 

① 道路内における埋め戻しは、道路管理者の許可条件に従い、指定された資材を用いて片埋めにならない

よう注意するとともに、機械により十分締め固め、将来陥没、沈下等が起きないようにしなければなら

ない。また、他の埋設物周りの埋め戻しに当たっては、埋設物の保護の観点から良質な土砂を用い入念

に施工する必要がある。 

② 道路以外の埋め戻しは、当該土地の管理者の承諾を得て良質な土砂を用い、原則として厚さ２０㎝を超

えない層ごとに十分締め固めを行わなければならない。 
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③ 締固めは、タンパ、振動ローラ等の転圧機によることを原則とする。 

④ 施工上やむを得ない場合は、道路管理者等の承諾を受けて他の締固め方法を用いることができる。 

⑤ 残土及び埋め戻し土砂を現場に堆積してはならない。やむを得ず仮置きする場合でも交通等に支障のな

いよう留意し、速やかに所定の場所に処分又は埋戻すこと。 

⑥工事によって生じた建設発生土及び建設廃棄物等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」その他の

規定に基づき、適正に処理すること。 

 

４ 道路復旧工事 

（１）舗装道路の本復旧は、道路管理者の許可条件に従い、速やかに施工すること。 

① 本復旧の舗装構成は、道路管理者の許可条件に基づき施工しなければならない。 

② 工事完了後、速やかに既設の区画線及び道路標示を施工し、標識類についても原形復旧すること。 

③ 本復旧完了後は、速やかに道路管理者の許可条件に基づき完了届を提出すること。 

（２）舗装道路の仮復旧は、道路管理者の許可条件に従い、埋め戻し完了後、直ちに施工しなければならない。 

① 仮復旧の表層材は、加熱アスファルト合材によらなければならない。舗装構成は、道路管理者の指示に

よるものとする。 

② 仮復旧後の路面には、白線等道路標示のほか、必要により道路管理者の指示による表示をペイント等に

より表示する。 

③ 仮復旧後は、翌日及び定期的に現場を巡回し、路盤沈下、その他不良箇所が生じたときは、直ちに手直

しを実施すること。 

（３）未舗装道路の復旧については、道路管理者の指定する方法により路盤築造等を行い、在来路面となじみよ

く仕上げ、砕石が飛散しないように施工すること。 

（４）指定工事事業者は、道路掘削から本復旧までの管理を行い、これにかかる一切の事故の責任を負うものと

する。 

 

５ 現場管理 

関係法令を遵守するとともに、常に工事の安全に留意し、現場管理を適切に行い事故防止に努めること。

また、工事に伴う騒音・振動等をできる限り防止し、生活環境の保全に努めること。 

（１）道路工事に当たっては、交通の安全等について道路管理者及び所轄警察所長と事前に相談しておくこと。 

（２）工事中、万一不測の事故等が発生した場合は、直ちに所轄警察署及び道路管理者に通報するとともに、組

合の管理者へ連絡しなければならない。工事に際しては、予め工事従事者にこれらの連絡先を確認し、周

知徹底をさせておくこと。 

（３）他の埋設物を損傷した場合は、直ちにその埋設物の管理者に通報し、その指示に従わなければならない。 

（４）掘削に当たっては、工事場所の交通の安全等を確保するための保安設備を設置し、必要に応じて保安要員

（交通整理人等）を配置すること。また、その工事の作業員の安全についても十分留意すること。 

（５）工事施行者は、本復旧工事施工まで常に仮復旧箇所を巡回し、路盤沈下、その他不良箇所が生じた場合又

は道路管理者等からの指示を受けたときは、直ちに修復しなければならない。 

【参考】工事の施行に当たっては、本施行基準に定める他、道路交通法、労働安全衛生法等の関係法令及び工事

に関する諸規定を遵守し、常に交通及び工事の安全に十分留意して現場管理を行うとともに、工事に伴う騒
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音・振動等をできる限り防止し、生活環境の保全に努め、次の技術指針・設置基準等を参照するものとす

る。 

① 土木工事安全施工技術指針 

② 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針 

③ 建設工事公衆災害防止対策要綱 

④ 道路工事現場における標示施設等の設置基準 

⑤ 道路工事保安施設設置基準 

（６） 危険防止の措置 

① 工事は、各工種に適した工法に従って施工し、設備の不備、不完全な施工等によって事故を起こすこと

がないよう十分注意すること。 

② 工事の施工に当っては、地下埋設物の有無を十分に調査するとともに当該埋設物管理者に立会いを求め

る等により、その位置を確認し埋設物に損傷を与えないよう注意すること。 

③ 埋設物に接近して掘削する場合は、周囲地盤のゆるみ、沈下等に十分注意して施工し、必要に応じて当

該埋設物管理者と協議のうえ、防護措置等を講じる。また、掘削部分に各種埋設物が露出する場合に

は、当該管理者と協議のうえ、適切な防護を行うこと。 

④ 工事中、火気に弱い埋設物又は可燃性物質の輸送管等の埋設物に接近する場合は、溶接機、切断機等の

火気を伴う機械器具を使用しないこと。ただし、やむを得ない場合は、その埋設物管理者と協議し、保

安上必要な措置を講じてから使用すること。 

⑤ 工事中、内容に応じた適切な人材を配置するとともに、工事用機械器具は関係者に特徴等の留意点を十

分周知し、操作を誤らないように使用すること。 

⑥ 材料等は荷くずれのないよう十分な処置を講じ、運搬、積み卸しには、衝撃を与えないよう丁寧に扱

い、歩行者や車両の通行に危険のないよう十分注意すること。 

（７）その他 

配管工事に伴う廃棄物の運搬・処分は、専門業者等により「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によ

り適切に処分しなければならない。また、再資源化施設の活用等による再資源化も考慮すること。 

 

６ 給水管の分岐工事 

給水管の分岐施工にあたっては、「適切に作業を行うことができる技能を有する者」を従事させ、又はそ

の者に当該工事に従事する他の者に実施を監視させること。（法施行規則第３６条第１項第２号） 

この「適切に作業を行うことができる技能を有する者」としては、平成２０年３月２１日付け健水発０３

２１００１号「給水装置工事事業者の指定制度等の適切な運用について」において、次のように例示してい

ます。 

１ 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工（配管技能者、その他類似

の名称のものを含む。） 

２ 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第４４条に規定する配管技能士 

３ 職業能力開発促進法第２４条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了 

 者 

４ 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得に係る講習の課程を修了した者（平成２
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４年度より分岐穿孔技能講習を含む講習内容の充実及び「検定会」へと名称変更） 

なお、いずれの場合も、配水管への分水栓の取り付け、配水管の穿孔、給水管の接合等の経験を有してい

る必要があります。 

また、分岐施工にあたり「適切に作業を行うことができる技能を有する者」と判断できる実績等を有する

場合には、考慮することとする。 

（１）分岐工事 

分岐工事は、第４章 ８給水管の分岐に準じるほか、下記のとおりとする。 

① 道路を掘削するときは、事前に安房郡市広域市町村圏事務組合水道部工務課給水係に連絡すること。な

お、閉庁日の分岐工事は原則禁止する。 

② 分岐しようとする配水管又は既設給水管が、組合の水道以外の水管（工業用水管、井水管、排水管等）

又はガス管その他の埋設管ではないことを確認した後、分岐工事を行うこと。 

③ 引込管は、官民境界線に対し宅内の止水栓まで直角に布設すること。 

④ 配水管に、通水されていることを確認後、穿孔すること。 

⑤ サドル付分水栓又は割Ｔ字管により分岐する場合は、次の事項に留意しなければならない。 

ア 穿孔する箇所及びその周辺は、泥やスケール等が付着していないよう、よく洗い落とすこと。 

イ 穿孔する箇所を定め、水平かつ確実に取り付けること。 

ウ 配水管に仮締めした後、取付位置を変更するときは、ゴムパッキンの破損による漏水が考えられる 

ため、必ず取り外した後、改めて取付けること。 

エ サドル付分水栓を取付け後、穿孔口からパッキンの設置状況等を確認するとともに、所定の水圧を 

所定時間加えて、耐圧及び漏水の有無を確認すること。 

オ 割Ｔ字管により分岐する場合の耐圧試験水圧については、上記によらず、メーカーの取扱説明書に 

よること。 

（注）サドル分水栓の弁座の止水機能（ボール式止水栓）及び割Ｔ字管の止水機能の耐圧は０．７５Ｍｐ

ａであるので水圧試験時には注意すること。 

カ 穿孔中に穿孔機が移動しないように割Ｔ字管又はサドル付分水栓のボルトを所定のトルクで締める 

とともに、割Ｔ字管用の穿孔機には受台を施すこと。その際、配水管に損傷又は変形を与えることのな

いよう、ボルトの締め過ぎに注意すること。なお、標準締付トルクについては以下を参考とすること。 

 

表－５．１ 締付トルク（Ｎ・ｍ） 

配水管の種類 Ｍ１６ Ｍ２０ 

ＤＩＰ・ＳＰ ６０ ７５ 

ＶＰ・ＨＰＰＥ ４０ － 

 （注）締付トルクは、メーカーの取扱説明書を参照のこと。 

  （注）割Ｔ字管については、メーカーの取扱説明書を参照のこと。 
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キ ボルトの締め付けが片締めにならないよう平均して締め付けること。 

ク 穿孔中の送りハンドルは、ドリルが損傷することがあるので、無理な操作は行わないこと。 

ケ 穿孔する際は、配水管内に切り粉が残留しないように排水装置を設置し、排水しながら行うこと。 

コ 鋳鉄管類及び鋼管類から割Ｔ字管又はサドル付分水栓により穿孔する場合は、切り口に防食コアを 

挿入すること。 

サ サドル付分水栓による分岐後は防食フィルムで被覆し、所定のテープ（ビニル帯鋼線入り）で固定 

する。又、埋め戻しの際、土圧で防食フィルムが破断しないように適当なたわみを持たせて取り付ける

こと。なお、割Ｔ字管についても防食フィルムで被覆すること。 

（２）断水を伴う分岐 

① チーズによる分岐工事 

ア 管の芯だし及び既設管の切断寸法を決定する。 

イ 切断位置を明確にするため、既設管にチョーク又はマジック等により印を入れる。 

ウ 切断は、管をしっかりと固定してから行う。 

エ 管の切断面は、管軸に対し直角となるよう切断する。 

オ 切断面は、パッキンその他付属品を挿入する際、傷つきの原因となるので、ヤスリ等で面取りを行 

い、清掃後チーズを取り付ける。 

カ チーズ部は、防食テープで被覆する。 

② 断水を伴う分岐工事は、次の事項に留意しなければならない。 

ア 断水時間に制約されるので、必要かつ十分な作業員の配置、配管資材・機材・器具の確認等を行う 

ことにより円滑な作業ができるよう準備し、迅速かつ確実な施工を計画すること。 

イ 既設管の切断に先立ち、設計図に示された配水管等であることを確認すること。 

ウ 既設管との接続には、既設管の内部を十分清掃したうえで施工すること。 

エ 断水の周知は、区域等を事前に十分調査し、漏れのないようにすること。 

（３）給水管の分岐止め 

① 不要となった給水管は、そのまま放置すると漏水の原因や、停滞水を引き起こす原因となり、給水管内

の水が腐敗して衛生上問題となるおそれがあるので、分岐部で撤去すること。 

② 撤去するときは、必ず分岐部分を次により完全に閉止するとともに、止水栓及び仕切弁も撤去するこ

と。 

ア サドル付分水栓は、ボール弁を閉止しキャップを取付けること。 

イ 割Ｔ字管は、弁を閉止し、栓（プラグ）又はフランジ蓋を取付ける。 

ウ 原則として、Ｔ字管及びチーズは、撤去して直管に置き換えること。 

エ 既設サドル付分水栓及び割Ｔ字管による分岐箇所は、防食フィルムで被覆すること。 

 

７ 止水栓の設置工事 

止水栓は、外力による損傷の防止、開閉操作の容易性、宅地内の水道メーター上流給水管の損傷防止等を

考慮し、宅地内の道路境界線近く（０．５ｍ～１．５ｍ以内）で維持管理に支障のない位置に設置し、指定

の止水栓筺内に設置することを原則とする。ただし、地形、その他の理由により宅地内に設置することが適

当でない場合は、組合と協議し、道路に設置することができる。 
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（１）止水栓の設置 

① 埋設深さは、給水管埋設深さと同一とすること。 

② 開閉ハンドルは、水平となるようにし、操作に支障が無いように設置すること。 

③ 丙止水栓は、伸縮機能及び開閉に支障がないように設置すること。 

（２）止水栓筺の設置 

① 指定材料を使用すること。 

② 設置にあたっては、止水栓の開閉ハンドルが筺の中心になるようにすること。 

③ 設置高さは、埋没を防ぐため、地面より若干（約１㎝位）高めとするが、通行等に支障とならないよう

にすること。 

④ 止水栓筺の設置に当たっては、その周囲に沈下等が生じないよう十分締め固めを行うこと。 

 

８ メーターの設置工事 

メーター設置場所は、原則として止水栓延長線上の公私境界線に最も近接した敷地内（２．０ｍ以内）

で、メーターの点検及び取替作業が容易であり、かつメーターの損傷、凍結等のおそれのない箇所であるこ

と。 

なお、必要に応じてメーター及び丙止水栓に防寒対策を施すこと。 

汚水や雨水の流入がなく、検針に支障となる障害物が置かれやすい場所を避けて選定する。 

メーターを設置する場合は、指定されたメーターボックスを使用し、メーターの設置にあっては、メータ

ーに表示されている流入方向の矢印を確認し、かつ水平に取り付けること。 

集合住宅などで建物内にメーターを設置する場合は、防寒対策（発泡プラスチックなどでカバーす

る。）、取替作業スペース（他の配管設備に支障がないこと。）を確保すること。 

（１）メーターの設置 

① 運搬中は、振動を与えないよう注意すること。 

② メーター上流側については、メ－タ－を取付ける前に給水管に通水し、管内を十分洗浄すること。 

③ 矢印方向に注意し、水平に設置するとともに、パッキンは所定の位置に収めること。 

④ 取付け後、しばらく通水し、パイロットの回転状況を確認するとともに、水栓をいったん止めて漏水の

有無を確認すること。 

⑤ 指針を正確に記録するとともに、メーター番号と検定期限を確認すること。 

（２）メーターボックスの設置 

① メ－タ－が傾斜をきたすような設置はしないこと。 

② 雨水等の浸入を極力避けるように設置すること。 

③ 設置高さは、埋没を防ぐため、地面より若干（約１㎝位）高めとするが、通行等に支障とならないよう

にすること。 

④ メーターボックスは、丙止水栓の開閉及びメ－タ－の交換に支障を生じないように設置すること。 

（３）部屋番号の表示 

継続的に正確な検針をする必要があるため、消えず（白ペンキ等）、見やすい太い字で、次のとおり表示

すること。 

① 集合住宅のメ－タ－を地中に設置する場合は、メーターボックス内の分かりやすい場所に部屋番号を記
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入すること。 

② 集合住宅のメ－タ－を各階のメーター室等に設置する場合は、プラスチック製プレ－トに部屋番号及び

室番号を記入すること。なお、プレ－トはプラスチック製ひも（結束バンド）等で結束すること。 

 

９ 給水管の配管工事 

（１）共通事項 

① 管の下端は、凹凸その他不均衡な箇所が生じないように均し、特に砂利、石塊等が多い地盤では管の周

囲を良質土砂で埋戻し、固形物が管に直接触れないように施工すること。 

② 配管作業中、工器具類で管に外傷を与えないよう十分注意すること。 

③ 配管する前に管内を清掃するとともに、管体の検査を十分に行い、亀裂その他欠陥がないことを確認す

ること。 

④ 給水管の配管は、直管及び継手を接続することにより行うこと。ただし、施工上やむを得ず加工を行 

う場合には、管理者に相談し承認を得るとともに、管材質に応じた適正な加工を行うこと。 

⑤ 配管にあたって、他の埋設物や給水管の漏水によるサンドブラスト現象等による事故の未然防止及び修

理作業を考慮し、他の埋設物との離隔を上下左右とも原則として３０cm 以上確保すること。 

※他の埋設物との離隔を３０cm 以上確保することが困難な場合、埋設物の管理者と協議の上、適切な措

置を施すこと。 

⑥ 崖や石垣等に平行して配管する場合は、法肩及び法尻から可能な限り離れた位置を選定すること。 

⑦ 防護措置（防寒、防露、防食を含む。）は、適切に施工すること。 

⑧ 配管工事は、いかなる場合でも衛生に十分注意し、工事の中断時又は１日の工事終了後には、管端にプ

ラグ等で栓をし、汚水等が流入しないようにすること。 

⑨ 管を橋梁に添架するときは、適当な間隔においてバンド又はブラケット等で固定すること。 

⑩ 側溝等を横断するときは、原則として伏せ越し配管とする。側溝等の道路構造物のはつりを行って配管

したときは、必ず原形に復旧すること。ただし、管理者等が上越し配管を許可した場合は、上越し配管

を可とする。また、伏せ越し配管及び上越し配管ともに、さや管内に布設すること。 

⑪ 保管は、原則として室内とし、やむを得ず屋外に保管する場合は、ビニ－ルシ－ト等にて保護するこ

と。 

⑫ 保管場所は、平坦であり管の上には重量物等を載せないこと。 

⑬ 油等の汚れが付着しないように十分注意すること。 

⑭ 取扱いについては、管に損傷を与えないよう十分注意すること。 

⑮ 配管完了後、使用前に管内の洗浄を十分に行うこと。 

（２）分岐部からメーター先までの配管 

配水管から分岐して第１止水栓までの使用材料について、口径４０㎜以下の配管はポリエチレン管、口径

５０㎜以上は耐震管とする。 

なお、承認使用材料は、第４章第１２号「表－４．２０」参照 

① 水道用ポリエチレン１種二層管の配管 

ア ポリエチレン管の布設は、管のねじれ、管の巻きぐせ等を取り除きながら蛇行させて配管する。 

イ 配水管から止水栓までの配管は、できるだけ途中に継手を設けないこと。 
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ウ 掘削床面は不陸がないように整地し、管下には良質土を敷ならした後、ポリエチレン管を布設するこ

と。 

エ 水道用ポリエチレン１種二層管の曲げ配管の施工は、次の表による最小曲げ半径（Ｒ）以上であれ 

ば生曲げ配管することができる。 

 

表－５．２ ポリエチレン管最小曲げ半径は下表の通りとする。 

呼び径 φ２０ｍｍ φ２５ｍｍ 

最小曲げ半径 ５４０ｍｍ ６８０ｍｍ 

給水装置工事技術指針 

 

（ア）生曲げ配管を行なう際には、管体をト－チランプ等の炎による曲げ加工をしてはならない。 

（イ）最小曲げ半径以下に曲げ配管する場合は、エルボ等を使用すること。 

オ ポリエチレン管は塗料等の有機溶剤に侵されやすいので、鉱油・有機溶剤等油類が浸透するおそれ 

のある場所では使用しないこと。ただし、溶剤浸透防止被覆管については、この限りではない。 

カ ポリエチレン管は軟質で管体に傷がつきやすいため、保管を含め取扱いには十分注意すること。 

② 水道給水用ポリエチレン管及び水道配水用ポリエチレン管の配管 

ア 布設に際しては管が傷つかないよう注意し、特に引きずったり、アスファルトカット部に当てたり、

溝内に投げ込んだりしないこと。 

イ 管、継手は基本的に紫外線が当たらないように埋設配管にすること。 

ウ 多量に灯油、ガソリン等の有機溶剤を扱う場所での管の敷設は、水質に悪影響を及ぼす場合がある 

ため、溶剤浸透防護スリーブやさや管を利用するなどの対策をすること。 

③ ステンレス鋼管の配管 

ア 施工一般 

（ア）異種金属（特に普通鋼）との接触は避けて保管すること。 

（イ）もらい錆等汚れをふき取る場合は、水を使用しウエス等でふき取ること。 

（ウ）切断にあたって、切断箇所の管肌周面をウエスなどで清掃し、ごみ、泥などを完全に拭き取るこ

と。 

（エ）切断位置は、設計図、現場の状況などを考慮し、あらかじめ測定器具等により、正確にその位置 

を定め、切断位置を明示しておくこと。 

（オ）切断は、管を固定し、ステンレス用の刃を装置したロータリーチューブカッターで行うこと。 

（カ）切断には、力を入れすぎず切断面が変形しないよう十分注意すること。 

（キ）切断には、油を使用しないこと。 

イ 波状ステンレス鋼管 

（ア）配管場所の状況、設計状況に合わせ、地上にて切断、仮曲げをすること。 

（イ）曲げ加工の際は、１５山全体がきれいな曲線になるよう、均一に曲げること。 

（ウ）埋め戻しの際は、小石等が管に接触したり、挟まったりしないよう施工すること。 
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（エ）曲げ角度は、９０°以内とし、過度の曲げ配管は行わないこと。 

④ ダクタイル鋳鉄管（ＮＳ形・ＧＸ形）の配管 

埋設する鋳鉄管の配管には、ポリエチレンスリーブを施すこと。 

⑤ 硬質塩化ビニルライニング鋼管の配管 

切断時に熱が加わらないようにするとともに、内面の塩化ビニルに傷をつけないように注意すること。 

⑥ 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管の配管 

ア 切断は、金切鋸又は塩ビカッターを使用し管軸に対して直角に切ること。また、切断後の切り口は、

切り屑及びかえりをナイフ等で糸面取りをすること。 

イ 露出配管は、管材が直射日光や雨によって変質するので禁止する。また、保管についても同様であ 

るので注意する。 

ウ 管にネジ立て又は管の押し拡げをしてはならない。 

エ 材質を低下させる火気又は湿度差の大きいものに接近あるいは管肌に傷をつけないように行うこと

（３）宅内の配管 

家屋の主配管経路は、構造物の下を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにし

なければならない。 

① 宅地内の配管は、取り替え・修繕等を考慮してできるだけ直線配管とすること。 

② 原則として主配管は、家屋基礎の外回りに布設するものとするが、やむを得ず構造物下を通過させる場

合は、さや管ヘッダー方式等とし給水管の交換を容易にし、点検・修理口を設ける等の措置を講じるこ

と。 

③ 地下あるいは２階に配管する場合は、原則として各階又は系統ごとに止水器具を取り付けることが望ま

しい。 

④ 水圧、水撃作用等により給水管が離脱するおそれのある場所にあっては、適切な離脱防止のための措置

を講じること。 

⑤ 給水装置は、ボイラ－、煙道等高温となる場所を避けて設置すること。 

⑥ 高水圧を生じるおそれのある場所や貯湯湯沸器にあっては、減圧弁又は逃し弁を設置すること。 

⑦ 空気溜りを生じるおそれがある場所にあっては、空気弁を設置すること。 

（４）管の切断工 

① 管の切断は、管軸に対し直角に行うこと。 

② 異形管は切断してはならない。 

③ 鋳鉄管（モルタルライニング）の切断は、カッター切断とする。 

④ 切断面に生じた「かえり」及び「まくれ等」は完全に取り除くこと。 

⑤ ビニル管及びポリエチレン管は、切断面を平らに仕上げるとともに、内外面を面取りすること。 

⑥ 硬質塩化ビニルライニング鋼管及びポリエチレン粉体ライニング鋼管の切断は、切断部が高温とならな

いように注意すること。なお、ガス切断やア－ク切断は、絶対に行ってはならない。 

⑦ ねじ切り加工の際は、切削油を塗り過ぎないようにするとともに、付着した切削油は完全に撤去するこ

と。 
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（５）接合方法 

① ライニング鋼管の接合 

ライニング鋼管の接合は、ねじ接合が一般的である。 

ア ねじ接合については、次によること。 

（ア）この接合は、専用ねじ切り機等で管端にねじを立て、ねじ込む方法である。 

（イ）使用するねじの規格としては、ＪＩＳ Ｂ ０２０３「管用テ－パねじ」が定められている。 

（ウ）ねじ切りに使用する切削油は、水道用の水溶性切削油（ＪＷＷＡ Ｋ １３７）でなければならな

い。 

（エ）接合に際しては、錆の発生を防止するため、管端コアや防食シ－ル剤（ＪＷＷＡ Ｋ １６１）をね

じ部及び管端面に塗布する等、切断面及び接続部の防食処理を行い接合する。 

（オ）継手は、水道用ライニング鋼管用管端防食形継手（ＪＷＷＡ Ｋ １５０）に規定する継手を使用す

ること。なお、シール剤等の規格としては、水道用耐熱性液状シール剤（ＪＷＷＡ Ｋ  １６１）が

定められている。 

イ 接合作業上の注意事項は、次によること。 

（ア）管の切断は、自動金鋸盤（帯鋸盤、弦鋸盤）、ねじ切り機に搭載された自動丸のこ機等を使用 

して、管軸に対して直角に切断する。管に悪影響を及ぼすチップソーカッター、ガス切断、高速

砥石は使用しないこと。 

（イ）管の切断、ねじ加工等によって、管の切断面に生じたかえり、ばりをヤスリ等で取り除く。硬 

質塩化ビニルライニング鋼管は、スクレーパー等を使用して管端内側硬質塩化ビニル管肉厚の 

１／２～２／３程度を面取りする。 

（ウ）管内面及びねじ部に付着した切断油、切断粉等は、ウエスなどできれいに拭き取る。 

（エ）埋設配管用外面被覆鋼管及び同継手をねじ込む場合、外面被覆層を傷つけないためにパイプレ 

ンチ及びバイス（万力）は、被覆鋼管用を使用すること。万一、管や継手の外面を損傷したとき

は、必ず防食テープ巻き等の防食処理を施しておくこと。 

（オ）液体シ－ル剤が硬化しないうちにねじ込む。また、硬化後にねじ戻しは行わないこと。 

② 水道用ポリエチレン二層管の配管 

ア 金属継手（コア一体型）による接合 

（ア）管の切断は管軸に直角に切断し、本体が入りやすいように内面の面取りを行う。 

（イ）継手を分解し、管に袋ナット、リングの順にセットする。 

（ウ）セットされた管端を本体に差し込み、リングを押し込みながら袋ナットを本体ネジに十分に締め 

付ける。 

（エ）締め付けは、パイプレンチ等を２個使用し、確実に行わなければならない。 

イ 金属継手（メカニカル継手）による接合 

（ア）継手は、管種（１種・２種）に適合したものを使用する。 

（イ）インコアが入りやすいように内面の面取りを行う。 

（ウ）継手を分解し、管に袋ナット、リングの順にセットする。 

（エ）インコアを管に、プラスチックハンマー等で根元まで十分にたたき込む。 

この場合、袋ナットを持って打ち込まないこと。 
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（オ）管を継手本体に差し込み、リングを押し込みながら袋ナットを十分に締め付ける。 

（カ）締付けは、パイプレンチ等を２個使用し、確実に行わなければならない。 

ウ 金属継手（ワンタッチ継手）による接合 

（ア）管の切断は、管軸に直角に切断し管厚の３／４程度挿し口の面を取る。 

（イ）接合前にソケット部受口のＯリング、ウェッジリングの有無、傷、ねじれ等を確認する。 

（ウ）ソケット部の受口長さを、管にマーキングし、挿し込み後確認する。 

（エ）解体しソケットを再使用する場合は、Ｏリング、ウェッジリングを取替える。 

（オ）接合後、受口のすき間に砂等が入らないように、ビニールテープを巻く。 

エ 作業上の注意事項 

（ア）接合（異種間接合を含む。）はポリエチレン管専用の継手を使用し、使用継手ごとの方法により 

確実に行うこと。 

（イ）管の切断は管軸に対して直角に行い、接合部の付着物はウエス等できれいに清掃すること。 

（ウ）挿し口には、挿し込み長さを確認するための表示を行うこと。 

（エ）管の挿入れは表示線まで確実に行うこと。 

③ 水道配水用ポリエチレン管及び水道給水用ポリエチレン管の配管 

ア 金属継手（メカニカル継手）による接合 

（ア）継手は、管種（１種・２種）に適合したものを使用する。 

（イ）インコアが入りやすいように内面の面取りを行う。 

（ウ）継手を分解し、管に袋ナット、リングの順にセットする。 

（エ）インコアを管に、プラスチックハンマー等で根元まで十分にたたき込む。 

この場合、袋ナットを持って打ち込まないこと。 

（オ）管を継手本体に差し込み、リングを押し込みながら袋ナットを十分に締め付ける。 

（カ）締付けは、パイプレンチ等を２個使用し、確実に行わなければならない。 

イ ＥＦ継手による接合 

（ア）管の切断、清掃を行う。 

（イ）挿入標線、切削面の記入をして、融着面の切削をする。 

（ウ）継手と管を固定して融着準備をする。 

（エ）バーコードリーダーで継手に貼付けされているバーコードを読み取り、表示内容を確認してから通

電開始スイッチを押す。 

（オ）融着終了後、コネクターを取り外して、インジケーターにより融着部の検査を行う。 

（カ）インジケーターが左右とも継手表面より、隆起していることを確認する。 

（キ）融着終了後、所定の冷却時間を加えた時刻を継手表面にペン等で記入する。 

（ク）冷却時間終了後クランプを取り外す。 

④ 架橋ポリエチレン管の接合 

ア 継手には、メカニカル継手と継手の本体に電熱線等の発熱体を埋め込んだ電気式熱融着継手がある。 

イ メカニカル継手は、白色の単層管に使用する。 

ウ 電気式熱融着継手は、緑色の２層管を使用する。 
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⑤ ポリブテン管の接合 

ア 継手には、熱融着継手、メカニカル継手、ＥＦ継手がある。 

イ 熱融着継手による接合は、温度管理等に熟練を要すが、接合面が完全に一体化し、信頼性の高い方 

法である。 

（ア）電気式熱融着接合 

継手内部に埋めてある電熱線を電気により発熱させ、継手内面と管外面とを融着接合する。 

（イ）熱融着ヒ－タ接合 

ヒ－タで管の外面と継手の内面を過熱融着させて溶融した樹脂を接合する。 

⑥ 硬質塩化ビニル管・耐衝撃性硬質塩化ビニル管の接合 

ビニル管の接合は、接着剤を用いたＴＳ継手、ゴム輪継手、メカニカル継手を使用する。 

ア ＴＳ継手による接合 

（ア）管外面及び継ぎ手の内面をきれいにして、接着剤を均一に薄く塗布する。 

（イ）接着剤を塗布後、直ちに継手に挿し込み、管の戻りを防ぐため、口径５０mm 以下は３０秒以上、

口径７５mm 以上は６０秒以上そのまま保持すること。 

（ウ）はみ出した接着剤は、直ちに拭き取る。接着剤の規格としては、水道用硬質塩化ビニル管の接着 

剤及び耐熱性硬質塩化ビニル管用の接着剤（ＪＷＷＡ Ｓ １０１）が定められている。 

イ ゴム輪継手による接合 

（ア）管の切断面は面取りを行う。 

（イ）ゴム輪とゴム輪溝、管挿し口の清掃を行う。 

（ウ）ゴム輪は、前後反対にしたり、ねじれたりしないように正確に装着する。 

（エ）挿し込み荷重を軽減するため、ゴム輪及び挿し口の表示線まで、専用の滑剤を塗布する。 

（オ）接合は、管軸を合わせた後、一気に表示線まで挿し込む。 

（カ）接合後、ゴム輪のねじれ、離脱がないかチェックゲ－ジを用いて全円周を確認する。 

（キ）曲管の接合部は、水圧によって離脱するおそれがあるので、離脱防止金具等により防護すること。 

ウ メカニカル継手による接合 

（ア）管種に適した継手を選定する。 

（イ）継手を組み込む際、部品の装着順序に注意する。 

（ウ）継手は、適切な挿し込み深さを確保し、確実に締め付ける。 

エ 作業場の注意事項 

（ア）ＴＳ継手の場合、接合後の静置時間は十分に取り、この間は接合部分に引っ張り及び曲げの力を 

加えてはならない。 

（イ）メカニカル継手の締付けは確実に行い、戻しは漏水の原因になるので避けること。 

（ウ）管の切断は、管軸に対して必ず直角に行い、面取りを行うこと。 

（エ）挿し口は押し込みの長さを確認するための表示を行うこと。 

⑦ ステンレス鋼管の接合 

ステンレス鋼管の接合は、伸縮可とう式継手、プレス式継手、圧縮式継手等を使用する。 

ア 伸縮可とう式継手による接合 

この継手は、埋設地盤の変動に対応できるように継手に伸縮可とう性を持たせたものである。 
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（ア）管接合部のばり等を除去し、清掃した後接合部の管の挿入長さを確認する。 

（イ）管には、くい込み管設定線の位置に専用ローラで深さ０．７mm 程度の溝を付ける。 

（ウ）継手の接合部品を、挿入順序に注意しながら管にセットする。 

（エ）これを継手本体に挿入し、スパナなどの工具により袋ナットをねじ部が完全に袋ナットで覆われ 

るまで締め付ける。 

イ プレス式継手による接合 

この接合は、専用締め付け工具（プレス工具）を使用するもので、短時間に接合ができ、高度の技術 

を必要としない方法である。 

（ア）管の所定の長さに切断後、接合部を清掃し、ばり等を除去する。 

（イ）ラインゲ－ジで挿入位置を記し、その位置に継手端部まで挿し込む。 

（ウ）専用締め付け工具を継手に当て、管軸に直角に保持して、油圧によって締め付ける。 

（エ）継手に管を挿し込む場合、ゴム輪に傷を付けないように注意をする。 

（オ）専用締め付け工具は、整備不良により不完全な接合となり易いので十分点検しておくこと。 

ウ 圧縮式継手による接合 

この接合は、スリ－ブをはめた管を継手本体に挿し込み、継手のナットを締め付けることによりスリ－

ブと管を圧着させ接合するものである。 

（ア）管を所定の長さに切断後、接合部を清掃し、ばり等を除去する。 

（イ）管を継手のストッパーまで挿し込み、ナットを徐々に回し締め付ける。 

（ウ）締め付けは、必ずスパナで行うこと。パイプレンチは変形の原因となるので使用してはならない。 

⑧ 銅管の接合 

銅管の接合は、トーチランプ又は電気ヒ－ターによるはんだ接合とプレス式接合がある。接合には、継手

を使用する。ただし、２５mm 以下の給水管の直管部は、胴継ぎとすることができる。 

ア はんだ接合 

（ア）切断によって生じた管内のまくれは専用のリ－マ又はばり取り工具によって除去する。 

（イ）管端修正工具を使用して管端を真円にする。 

（ウ）接合部は、ナイロンたわし等を使用して研磨し、汚れや酸化膜を除去する。 

（エ）フラックスは必要最小限とし、接合部の管端３～５mm 離して銅管外面に塗布する。 

（オ）フラックスを塗布した銅管へ、ストッパーに達するまで十分継手を挿し込む。 

（カ）加熱はプロパンエアートーチ又は電気ろう付け器等で行う。 

（キ）はんだをさす適温は２７０～３２０℃である。 

（ク）濡れた布などでよく拭いて外部に付着しているフラックスを除去すると同時に接合部を冷却し安 

定化させる。 

イ プレス式接合 

ステンレス鋼管のプレス式継手の接合に準ずる。 

⑨ ダクタイル鋳鉄管の接合 

ダクタイル鋳鉄管の継手は、メカニカル継手、プッシュオン継手等がある。 

（ア）Ｋ形継手による接合 

・挿し口の端部から白線までの外面を清掃する。 
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・押輪又は特殊押輪をきれいに清掃して挿し口に挿入する。 

・挿し口外面及び受口内面に滑剤を十分塗布する。 

・ゴム輪の全面に継手用滑剤を塗り、挿し口から２０cm 程度の位置まで挿入する。 

・挿し口を受口に確実に挿入する。 

・管のセンターをあわせ、受口内面と挿し口外面との隙間を上下左右できるだけ均一にし、ゴム輪を 

受口内の所定の位置に押し込む。 

・押輪又は特殊押輪を受口に寄せ、セットする。この場合、押輪端面に鋳出してある口径及び年号の 

表示を管と同様に上側にする。 

・Ｔ頭ボルトを受口側から挿入し、平均に締め付けていくようにし、受口と押輪間隔が均一に確保さ 

れるようにする。なお、標準締め付けトルクは、表－５．３を基準とし、定期的に検定を受けてい

るトルクレンチを用いて、締め付けトルクを確認する。 

なお、ボルト・ナットの締め付けに当たり、ガソリン等を使用して塗装を傷つけるような洗浄を 

してはならない。 

・特殊押輪はＴ頭ボルトを均一に締め付けた後、特殊押輪の押しねじを上下、左右等の順に一対の方向 

で徐々に数回にわたって締め付けるようにしなければならない。 

表－５．３ 締付トルク 

寸法 

Ｍ 

Ｔ頭ボルト・ナット 

（Ｎ・ｍ） 

フランジ六角ボルト・ナット 

（Ｎ・ｍ） 

１６ ６０ ６０ 

２０ １００ ９０ 

（注）ボルト・ナットの使用する口径については、日本ダクタイル鉄管協会発行の便覧を参照のこと。 

（イ）ＮＳ形継手による接合 

・ロックリング芯出し用ゴムを清掃して、受口の所定の位置にしっかりと装着する。 

・ロックリングを清掃して、絞り器具でロックリングを絞った状態で、かつロックリング芯出し用ゴム 

の上に正しくセットする。 

・ゴム輪を清掃し、受口内面の所定の位置に装着する。このとき、ゴム輪がＮＳ形用であるかを表示マ 

ークで必ず確認する。 

・滑剤をゴム輪の内面及び挿し口外面のテーパ部から白線までの範囲にムラなく塗布する。 

・管をクレーンなどで吊った状態にして挿し口を受口に預ける。ジャッジ（レバーブロック）を操作 

し、ゆっくりと挿し口を受口に挿入する。その場合、挿し口外面に表示してある２本の白線のうち

受口側の白線の幅の中に受口端部がくるように合わせる。 

・ゴム輪の位置の確認を行う。受口と挿し口の隙間に薄板ゲ－ジを差し込みその入り込み量を確認し、 

測定値をチェックシートに記入する。 

（ウ）ＧＸ形継手による接合 

（１）直管 
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・管のメーカマークを上にして所定の位置に静かに吊り下ろす。 

・管の受口溝とゴム輪の当たり面及び挿し口外面の異物除去と清掃を行う。 

・ロックリングとロックリングホルダの確認を行う。 

・ゴム輪を清掃し、受口内面の所定の位置に装着する 

・ゴム輪の内面テーパ部と挿し口外面（挿し口先端部のテープ部から白線まで）にダクタイル鉄管

継手用滑剤を塗布する。 

・管をクレーンなどで吊った状態にして挿し口を受口に預ける。この時、2 本の管の角度は２°以内

となるようにする。 ※曲げ角度の測定方法は「JDPAW 16 GX 形ダクタイル鉄管接合要領書」によ

る。 

・レバーホイストを操作して挿し口を受口に挿入し、白線Ａの幅の中に受口端面がくるように合わ

せる。 

・ＧＸ形用チェックゲージ等でゴム輪が所定の位置にあることを確認し、測定値をチェックシート

に記入する。 

（２） 異形管の接合 

・管の受口内面と挿し口外面の異物除去と清掃を行う。 

・接合部品（押輪及びゴム輪）を挿し口へ預け入れる。 

・受口内面、挿し口外面、ゴム輪外面に滑材を塗布する。 

・挿し口を受口に預け、挿し口端面が受口奥部が当たるまで挿入する。 

・ストッパーを取り外す。（引き抜く） 

・挿し口突部がロックリングを通過しているか確認する。 

・ゴム輪、押輪をＴ頭ボルト・ナットでインパクトレンチなどを使用して締め付ける。 

・押輪の施工管理用突部と受口端面がメタルタッチになっていることを確認する。 

（その他注意点） 

・ＧＸ形直管の切管部には、直管受口接合用のＰ-Link、異形管受口接合用のＧ-Link を使用する

ことで切管部における挿し口突部の形成が不要となる。 

・1 種管、S 種管のいずれも切管可能です。なお、エンジンカッター使用の際は、管軸に対して垂

直に真直ぐ切断する。 

・押しボルトを所定の締め付けトルク100N･m で締め付けて切管を固定する。 

・切管端面または溝切部については、面取り加工を行い、ダクタイル鉄管切管鉄部用塗料で塗装 

を行う。 

⑩ フランジ継手の接合 

フランジ接合は次による。 

ア フランジ接合面は、錆、油、塗装、その他の異物を丁寧に取り除き、ガスケット溝の凹部をきれい 

に出しておかなければならない。 

イ ガスケットを両フランジに正確に合わせ、所定のボルトを同一方向より挿入し、ナット締め付けを 

行うようにする。締め付けは、左右一対の方向で徐々に数回に分けて締め、片締めにならないよう十分

注意する。 
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⑪ ビクトリック接合 

ゴムリングを管の両端にまたがるようにはめ込み、その上をハウジングにより保護し、ボルトで締め付け

る。 

⑫ 溶接接合 

ア 溶接接合は次による。 

（ア）溶接作業は、高度の技術が要求されるので、溶接士の資格を有する者が行うこと。 

（イ）鋼管溶接の溶接棒は、軟鋼用被覆アーク溶接棒（ＪＩＳ Ｚ ３２１１）に適合するものを、またス

テンレス鋼管溶接の盛り増し用溶加材は、溶接用ステンレス鋼棒及びワイヤ－（ＪＩＳ Ｚ ３３２

１）の適合品を使用することが望ましい。 

（ウ）溶接部は、溶接に先立って十分に乾燥させ、錆、ごみ等の不純物をグラインダー、ワイヤーブラ 

シ、布などを用いて完全に除去、清掃する。 

（エ）溶接は、板厚、継手形状に応じて適正な電流、電圧を用いて十分に裏面へ溶かし込みを与え、各 

層ごとにスラッグを除去し、かつピンホール、スラッグ巻き込み、アンダーカット等の生じないよ

う注意する。 

イ 作業上の注意点 

（ア）現場開先加工は、管切断後、開先面をグラインダーで滑らかに研磨し、正しい開先形状となるよ 

うに仕上げること。 

（イ）開先形状は、管口径、管厚等の条件を考慮し現場に適した形状とするが、小口径管は、Ｖ型開先 

が適当である。 

（ウ）開先面に、油脂、水分、錆、土砂などが付着していると、溶接に欠陥が生じる原因となるおそれ 

があるので十分に清掃すること。 

（エ）芯だし、肌合わせに当たっては適切な治具等を使用して、目違いなどを円周上に分布させること。 

（オ）両端の突き合わせ時には、それぞれの鋼管の長手継手は管厚の５倍以上離して溶接部が１箇所に 

集中しないようにすること。 

（カ）収縮応力や溶接のひずみが少なくなるような溶接順序とすること。 

（キ）雨天、風雪、又は厳寒時は原則として溶接をしないこと。 

（ク）ビートの余盛りは、なるべく低くし、最大２mm を標準とすること。 

（ケ）ステンレス鋼管の溶接は、母材を溶かすナメ付け溶接を行うため、万一管の接合面に隙間がある 

と溶け落ちによる穴あきの原因となる。又管の肉厚が薄いので手動溶接は、特に高度の技術と熟練

を要する。 

 

１０ 表示テープの貼付 

（１）配水管より分岐取出しする場合、給水管口径５０mm 以上で道路縦断方向に布設する給水管の道路部分配

管には、再生ポリエチレンテープ(幅30m/m)の貼付けを標準とする。 

（２）巻き方は、管の直角方向に１回巻とし、間隔は、管の端（挿口端）から０．５ｍのところより１ｍ間隔に

巻くこと。 

（３）異形管は、受口部分に近接して直角方向に１回巻とする。 

（４）道路管理者により明示方法について特別に指示のあるときは、その指示によるものとする。 



66 

 

 

１１ 地下埋設明示シートの使用 

道路部分に布設する給水管には、明示シ－トにより管を明示する。仕様は下記を標準とする。 

既承認材料 品名 地下埋設明示シ－ト 

・寸法 幅１５０ｍｍ・２倍折込 

・色等 青地色、白文字 

・埋設深度 埋設管の管頂から３０ｃｍ程度を標準とする。 
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第６章 水の安全・衛生対策及び給水装置の保護 

１ 給水装置の耐圧 

給水装置は、次に掲げる耐圧のための性能を有するものでなければならない。 

（１）給水装置は、国土交通大臣が定める耐圧に関する試験により１．７５ＭＰａの静水圧を１分間加えたとき、

水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。 

（２）加圧装置及び当該加圧装置の下流に設置されている給水用具は、当該加圧装置の最大吐出圧力の静水圧を

１分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。 

（３）熱交換器内における浴槽内の水等の加熱用水路については、溶接以外の接合箇所を有せず、１．７５ＭＰ

ａの静水圧を１分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。 

（４）パッキンを水圧で圧縮することにより水密性を確保する構造の給水用具は、（１）の性能を有するととも

に、２０ｋＰａの静水圧を 1 分間加えたとき、水漏れ、変形、破損その他の異常を生じないこと。（給水装

置の構造及び材質の基準に関する省令第１条第１項） 

（５）給水装置の接合箇所は、その構造及び材質に応じた適切な接合が行われているものでなければならない。

（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第１条第２項） 

（６）家屋の主配管は、構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるように

しなければならない。（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第１条第３項） 

 

２ 汚染防止 

（１）飲用に供する水を供給する給水装置は、浸出に関する基準に適合しなければならない。（給水装置の構造

及び材質の基準に関する省令第２条第１項） 

（２）給水装置は、末端部が行き止まりとなっていること等により水が停滞する構造であってはならない。ただ

し、構造上やむを得ず水が停滞する場合には、末端部に排水機構を設置する。（給水装置の構造及び材質の

基準に関する省令第２条第２項） 

（３）給水装置は、シアン、六価クロム、その他水を汚染するおそれのある物を貯留し、又は取り扱う施設に近

接して設置されていてはならない。（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第２条第３項） 

（４）鉱油類、有機溶剤その他の油類が浸透するおそれのある場所に設置されている給水装置は、当該油類が浸

透するおそれのない材質のもの又はさや管等により適切な防護のための措置が講じられているものでなけ

ればならない。（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第２条第４項） 

 

３ 水撃防止 

（１）水栓その他水撃作用を生じるおそれのある給水用具は、当該給水用具内の流速を２ｍ毎秒又は動水圧０．

１５ＭＰａとする条件において急閉止をしたとき、その水撃作用により上昇する圧力が１．５ＭＰａ以下

である性能を有するものでなければならない。 

又は、その上流側に近接して水撃防止器具を設置すること等により適切な水撃防止のための措置が講じ

られているものでなければならない。（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第３条） 

（２）給水装置は、配水管の水圧に影響又は水衝撃作用（ウォーターハンマー）の生じるおそれのある用具若し

くは、機械に直結することを禁止する。 

（３）特に配水管の水圧が高く、ウォーターハンマーの発生のおそれがある場合は、次の各号により防止 
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措置を講じなければならない。 

① ボールタップを使用する場合は、ウォーターハンマーを緩和する構造を有するものを使用すること。 

② ウォーターハンマーを生じるおそれがある器具の上流側にエアチャンバー等を設置すること。 

 

４ 侵食防止 

（１）酸又はアルカリによって侵食されるおそれのある場所にあっては、酸又はアルカリに対する耐食性を有す

る材質のもの、又は防食材で被覆すること等により適切な侵食の防止のための措置が講じられているもの

でなければならない。（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第４条第１項） 

（２）漏えい電流により侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、非金属製の材質のもの又は

絶縁材で被覆すること等により適切な電気防食のための措置が講じられているものでなければならない。

（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第４条第２項） 

 

５ 逆流防止 

（１）装置の末端の用具及び装置は、逆流を防止することができ、かつ停滞水を生じるおそれのないものでなけ

ればならない。（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令第５条第１項） 

（２）給水装置は、当該給水装置以外の水管、その他水が汚染されるおそれのある設備に直接連結させてはなら

ない。 

（３）水洗便所に直結する給水装置にあっては、バキュームブレーカー付フラッシュバルブを備える等逆流防止

の装置を講じなければならない。 

（４）受水槽等、容器へ給水する場合は落し込み方式とし、その給水管又は器具の水の落ち口と越流面との間隔

（吐水口空間）は次の表のとおりとする。 

吐水口空間とは、給水装置の吐水口端から越流面までの垂直距離をいい、逆流防止のもっとも一般的な

確実な手段である。受水槽、流し、洗面器、浴槽、プール等に給水する場合は、給水栓の吐水口と水受け

容器の越流面との間に必要な吐水口空間を確保する必要がある。この吐水口空間は、ボールタップ付きロ

ータンクのように給水用具の内部で確保されていてもよい。 

呼び径が２５㎜以下の場合の吐水口空間は、表－６．１のとおりとする。 

表－６．１ 吐水口空間-１ 

           区分 

 

 呼び径    

近接壁から吐水口の中心 

までの水平距離：Ｂ 

越流管から吐水口の中心 

までの垂直距離：Ａ 

13 ㎜以下 25 ㎜以上 25 ㎜以上 

13 ㎜を超え20 ㎜以下 40 ㎜以上 40 ㎜以上 

20 ㎜を超え25 ㎜以下 50 ㎜以上 50 ㎜以上 

国土交通省データベース 

（注１）浴槽に給水する場合は、Ａは５０㎜未満であってはならない。 
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（注２）プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに、事業活動に伴い洗剤又は薬品を使う水槽及び容器に

給水する場合には、Ａは２００㎜未満であってはならない。 

（注３）注１）及び注２）は、給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。 

呼び径が２５㎜を超える場合の吐水口空間は、表－６．２のとおりとする。 

表－６．２ 吐水口空間-２ 

  

越流面から吐水口の最 

下端までの垂直距離： 

Ａ 区 分 壁からの離れ：Ｂ 
 

近接壁の影響がない場合 1.7ｄ＋5 ㎜以上  

近接壁の影響 

がある場合 

近接壁１ 

面の場合 

3D 以下 3ｄ以上  

3D を超え5D 以下 2.0ｄ＋5 ㎜以上  

5D を超えるもの 1.7ｄ＋5 ㎜以上  

近接壁２ 

面の場合 

4D 以下 3.5ｄ以上  

4D を超え6D 以下 3.0ｄ以上  

6D を超え7D 以下 2ｄ＋5 ㎜以上  

7D を超えるもの 1.7ｄ＋5 ㎜以上  

国土交通省データベース 

 

（５）特殊器具の取付箇所の上流側には、止水用具を近接して取付けること。なお、特殊器具に逆流防止装置の

ない場合は、逆止弁を近接して取付けること。 

（参考）特殊器具の種類 

① 湯沸器 

１．瞬間湯沸器 

２．貯湯式湯沸器（開放形）（湯沸しタンクにボールタップで給水し、水道圧と絶縁した水を加熱給湯す

るもの。） 

３．貯湯式湯沸器（密閉形）（湯沸しタンクに水道圧の掛かった水を入れて加熱し、直接給湯するもの。） 

② ウォータークーラー 

③ 電子式自動水栓 

④ 清涼飲料水自動販売機 

（注）洗米機、空調ボイラ－等飲料に供されない器具は、承認対象の特殊器具に含まれないため、手前に専
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用タンク（末端の器具はボールタップ取付けを原則とする。）を設け、一度絶縁すること。 

 

６ 凍結防止 

（１）凍結のおそれがある場所の屋外配管は、原則として土中に埋設し、かつ埋設深度は凍結深度より深くする。 

（２）凍結のおそれがある場所の屋内配管は、必要に応じ管内の水を容易に排出できる位置に水抜き用の給水用

具を設置する。 

（３）給水管、器具等の露出部分及び冬期凍結のおそれのある箇所には、その地域の最低気温に対応した有効な

工法で防寒の装置を講ずること。 

 

７ クロスコネクション 

一つの給水装置があるとき、これを他の管、設備又は施設に誤って接合することをクロスコネクション

（誤接合）という。特に、水道以外の配管等とのクロスコネクションの場合には、水道水中に排水、化学薬

品、ガス等が混入するおそれがある。安全な水の確保のため、給水装置と当該給水装置以外の水道、その他

の設備とを直接連結することは絶対に避けなければならない。近年、多目的に水が使用されることに伴い、

用途の異なる管が給水管と近接配管され、外見上判別しがたい場合もある。したがって、クロスコネクショ

ンを防止するため、管の外面にその用途が識別できるよう表示する必要がある。 

 

８ 特殊器具の設置に関する取扱い  

（１） 各弁  

① 減圧弁は、調節ばね、ダイヤフラム、弁体等の圧力調整機構によって、一次側の圧力が変動しても、二

次側を一次側より低い圧力に保持する給水用具である。高層建築物等の下層部導水装置に必要以上の圧

力がかからないようにする場合、或いは貯湯式湯沸器にかかる水圧を一定以下に押さえる場合などに設

置する。 

② 定流量弁は、ばね、オリフィス、ニードル式等による流量調整機能によって、一次側の圧力にかかわら

ず流量が一定になるよう調整する給水用具である。 

③ 安全弁（逃し弁）は一次側の圧力が、あらかじめ設定された圧力以上になると、弁体が自動的に開いて

過剰圧力を逃がし、圧力が所定の値に降下すると閉じる機能を持つ給水用具である。安全弁（逃し弁）

の取付け位置は、設置後の点検、取り替えを考慮するとともに、減圧弁と組み合わせて使用することが

必要である。設置後の定期点検は確実に行い、貯湯式湯沸器や瞬間湯沸器（先止式）の水温上昇による

内圧上昇を防止する場合などに設置する。 

④ 逆止弁 

逆止弁は、弁体が流水の背圧によって自動的に閉止し、逆流を防止するもので、リフト式、スイング式、

ダイヤフラム式及びばね式等がある。 

（２）活水器の取扱い 

活水器の設置上の取扱い及び種類は、次のとおりである。 

① 活水器は、水道メーターの下流側に設置すること。また、水道メーターの機能及び維持管理に支障をき

たすことがないよう、水道メーターとの間隔を５０cm以上確保すること。 

② 水質検査に対応するため、活水器の上流側に水栓を設置すること。 
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③ 活水器の上流側に逆止弁を設置すること。ただし、活水器本体が逆流防止性能基準を有している場合は

逆止弁の設置は不要とする。 

④ 給水装置の設計に当たっては、活水器の損失水頭を考慮して流量計算を行うこと。 

（３）浄水器の取扱い 

浄水器は、水道水中の残留塩素等の溶存物質や濁度等の減少を主目的とした給水用具であり、器具内に滞

留した水は、雑菌が繁殖しやすくなるので、浄水器の特性をよく理解することが必要である。機種類及び設

置上の取扱いは、次のとおりである。 

① Ⅰ型は、給水管又は給水栓の流入側に取り付けて常時圧力が作用する構造のもの。なお、設置について

は、浄水器の上流側に止水用器具を取り付ける。また、製品に逆止弁が同一梱包されているものについ

ては、製品に近接して上流側に逆止弁を設置する。 

（４）スプリンクラーの取扱い 

① 住宅用スプリンクラーの設置に当たっては、次の点に注意する。 

ア スプリンクラーヘッドは蛇口と異なり精密器具なので取扱いに注意すること。 

イ スプリンクラー設備の配管構造は、初期火災の熱により機能に支障を生じない措置が講じられている

こと。 

ウ スプリンクラーヘッドの継手には、スプリンクラー専用の継手等を使用し、停滞水が生じない構造 

とすること。 

エ スプリンクラーヘッドの設置されている配管の最末端に、通常使用する給水栓等を設けること。 

オ スプリンクラー設備が結露現象を生じ、周囲（天井等）に影響を与えるおそれがある場合は防露措 

置を行うこと。 

カ 直結給水方式により、スプリンクラー設備を設置する場合は、水理計算により当該設備が適正に作 

動する必要動水圧が確保できる場合に限り、設置することができる。なお、水理計算における建物付近

の配水管最小動水圧は、直結給水方式の取扱いに準ずること。 

② 特定施設水道連結型スプリンクラー設備（注１）を設置する場合は、上記のほかに下記の事項に留意し

て設計・施工すること。 

ア 設置工事又は整備は、消防法の規定により必要な事項については消防設備士が責任を負うことから、

指定工事事業者は消防設備士の指導の下に設置すること。また、必要に応じて所管消防署と打合せを行

うこと。 

イ 設置に当たり、消防設備士がスプリンクラーヘッドまでの水理計算等を行うことになるので、当該 

地区の最小動水圧等配水管の状況について、設置者又は消防設備士に対して情報提供すること。 

ウ 設置しようとする者に対して、水道が断水の時及び配水管の水圧が低下したとき等は正常な効果が 

得られない旨を確実に了知させること。 

その際、災害その他正当な理由によって、一時的な断水や水圧低下等により水道直結式スプリンク

ラー設備の性能が十分発揮されない状況が生じても水道事業者に責任がないこと。 

エ スプリンクラーヘッド各栓の放水量は１５Ｌ／分（火災予防上支障があると認められる場合にあっ 

ては３０Ｌ／分）以上の放水量が必要であること。また、スプリンクラーヘッドが最大４個を同時に開

放する場合を想定し設計されることがあるため、その際は、合計の放水量は６０Ｌ（１２０Ｌ）／分以

上を確保する必要があること。 
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オ 設計にあたっては、利用者に周知することをもって、他の給水用具（水栓等）を閉栓した状態での使 

用を想定できること。 

カ スプリンクラー設備は消防法令適合品を使用するとともに、給水装置の構造及び材質基準に適合す 

る構造であること。 

キ 停滞水及び停滞空気の発生しない構造となっていること。 

ク その他 

（ア）スプリンクラー設備の維持管理上の必要事項及び連絡先を見易いところに表示すること。 

（イ）水道直結式スプリンクラー設備の所有者又は使用者は、当該設備を介して連結している水栓からの

通水の状態に留意し、異常があった場合は協議すること。 

（注 1）特定施設水道連結型スプリンクラー設備小規模社会福祉施設に設置されるスプリンクラー設備のう

ち、当該スプリンクラーに使用する配管が水道の用に供する水管に連結されたもの。 

（５）冷凍機又は冷房機の設置 

使用形態上、断水による損害が発生し易い冷凍機又は冷房機への給水は、受水タンク以下の装置により給

水するよう配慮することが必要であるが、直結で使用する場合は、次の取扱いにより設置する。 

① 水栓又は止水栓と逆止弁以下に設置すること。 

② 冷凍又は冷房機の構造は、給水装置への逆流のおそれがないものでなければならない。 

③ 圧縮用電動機の出力数が３．７ｋｗ以上のものは、冷却塔（クーリングタワー）を設置すること。 

（６）洗米機、ボイラ－等の設置 

洗米機、ボイラ－など飲料に供されない器具は、受水タンク以下の装置にして設置すること。 

（７）最低作動水圧の確認 

瞬間湯沸器及びタンクレストイレ等、一定以上の水圧を必要とする給水器具は、最低作動水圧を確認し、

同時使用率等を十分考慮して設置しなければならない。 

（８）逆流防止装置等の取付け 

① 特殊器具の取付箇所の上流側には、止水用器具を近接して取り付ける。 

② 特殊器具に逆流防止装置がない場合は、器具に近接してその上流側に逆止弁を取り付ける。 

③ 先止式湯沸器の本体に安全弁（過圧安全装置）が取り付けられていないものは、下流側に安全弁を別途

取り付けるか、あるいは、上流側に甲止水栓（落としこま）又は甲止水栓タイプの逆止弁を取り付ける。

（このタイプ以外のものを設置してはならない。） 

④ 浴槽用吐水口及び固定式シャワーヘッドには逆流防止機能をもつ止水器具（ミキシングバルブ等） 

を取り付ける。 

⑤ 風呂追い焚き循環回路に直結する構造の場合、湯沸器内のバキュームブレーカの位置が浴槽のあふれ

縁より上方３０cm 以上になるようにする（製品の説明書に３０cm 以上になる取付け位置が記載されてい

る。）。 
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第７章 維持管理 

給水装置は、水道事業者の配水管と直結し一体となっているため、その構造及び材質や施工が不適切であ

ったり、適切な維持管理が行われない場合には、需要者が安全で良質な水の供給を受けられないばかりか、

万一、水が逆流した場合には、水道施設の管理や公衆衛生に重大な影響を及ぼすこととなる。このことから、

構造及び材質の基準に適合した給水用具の設置と日常の維持管理を適切に行うことが重要である。 

近年、生活様式の多様化に伴い、需要者ニーズの多様化が一段と増してきている状況の中で、利便性及び

快適性に優れ、更にデザイン性も追求した水栓など、新しい器具やユニット化した装置が開発・製品化され

ている。これら製品の開発は、一般的に製造者主導で行われているが、めざましい製品開発の反面、これら

の製品の構造及び材質や取付け方法等が不適切で、水道水への影響が懸念されるものもある。また、経年変

化や機能低下等により、故障や漏水等の事故が発生することがある。 

一方、水の有効利用の観点から、雑用用途への再生処理水の循環利用が図られているところもあるが、給

水装置とこれら他の水管や設備との直接接続や吐水口空間不足による給水装置内への逆流などは、公衆衛生

に多大な悪影響を及ぼすこともある。 

これらのことから、給水用具に起因する水質汚染事故や漏水事故等を防止するため、構造及び材質の基準

に適合した適正な給水用具の設置は勿論の事、給水管からの漏水や給水用具の故障の有無についても、随時

又は定期的に点検するなど、日常の維持管理を的確に行うことが、水道水の安全と公衆衛生を確保するうえ

で極めて重要となる。 

また、凍結や腐食などによる事故が発生すると、安全で安定した水の供給が受けられなくなるため、設置

環境に応じた適切な対策を講じることも必要である。 

 

1 修繕工事 

（１） 管理者の修繕範囲 

① 公共の道路部分で発生する修繕工事 

② 官民境界から平面配管延長２ｍ以内の第一止水栓の一次側までの漏水修繕工事、また第一止水栓が設置

されていない場合は、官民境界から平面配管延長２ｍ以内の給水装置の修繕を行う。 

③ メーター器のパッキン交換 

（注）植樹等の移植や立ち枯れ等の保障は除しない。 

（２）所有者の修繕範囲 

① 上記以降（下流）の給水装置の修繕工事 

② 上記修繕により発生した宅地内の掘削部の復旧、宅地内工事の妨げとなる障害物や植栽等の撤去や移設

（特殊コンクリート、タイル、擁壁、植栽等） 

③ メーターボックス及び止水栓筐の交換 

④ 止水栓の管理不全・機能不全などの自然故障の場合 

（３）他の工事等で発生し原因が明らかな場合は、その原因者がこれに係る費用を負担する。 

（４）その他、管理者が特に必要があると認めた場合は、その費用の全額又は一部を負担することができる。 

 

２ 一般事項 

（１）修繕工事の施工にあたっては、本施行基準に準じること。 
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（２）修繕に着手するまで時間を要する場合は、丙止水栓等を用いて止水するものとし、止水が困難な場合は、

適切な排水措置をすること。 

（３）破損箇所からの漏水が道路に流出する場合は特に注意し、冬季には、流出水によって路面が凍結し危険で

あるので、標識その他の方法によりスリップ事故防止の措置をすること。 

（４）修繕工事に際し、当該給水装置の給水を一時停止するときは、事前にその旨を使用者に通知しなければな

らない。 

（５）修繕を行った給水管の埋設土被りは、既設管と同程度かあるいは所定の深度でなければならない。 

（６）メーターのき損と弁償金（条例第１７条第３項） 

き損又は亡失等の場合は、当該メーターの現在価値及び経費等を算出し、弁償しなければならない。 

（７）修繕完了後は、通水試験を行ない破損箇所が完全な施工であるかを確認するとともに、共用給水管では関

連家屋の出水状況も確認すること。 

（８）修繕完了後は、工事場所を清掃して交通その他に支障のない処置をし、当該給水装置使用者にその旨の確

認を受けること。 

 

３ 給水管の維持管理 

給水装置は、需要者がそれぞれのニーズに合わせて給水方式や口径、設備・器具等を選択し自らの費用 

負担により設置（条例第６条）した個人財産であり、その管理は需要者等が善良な管理者としての注意をも

って、水が汚染し又は漏水しないよう管理しなければならない。（条例第２０条） 

給水装置は、経年に伴う材質の劣化等により故障、漏水等の事故が発生する確率が高くなる。事故を未 

然に防止するため、又は最小限に抑えるためには維持管理を的確に行うことが重要である。 

（１）漏水の点検 

給水管からの漏水、給水用具の故障の有無について随時又は定期的に点検を行う。よくある漏水の確認方

法を「表－７．１」に示す。 

 

表－７．１ 

点検箇所 漏水の状況 予防・発見方法 

メーター 
全て蛇口を閉め使用していないのに、パイ

ロットが動いている 
定期的にメーターを見る 

蛇 口 蛇口の漏水は、ポタポタから始まる 
蛇口が締まりにくいときは、無理に締めず

にすぐ修理する 

水洗トイレ 使用していないのに、水が流れている 使用前に水が流れていないか調べる 

受水タンク 

使用していないのに、ポンプのモーターが

たびたび動く 

受水タンク以下の給水設備に漏水がないか

点検する 

タンクの水が溢れている 
警報機を取り付ける 

水位計等で監視する 
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常時、受水タンクに供給している音がする 
タンクにひび割れ、亀裂がないか時々点検

する 

壁 

（配管部分） 
配管してある壁等が濡れている 家の外側を時々見回る 

地 表 

（配管部分） 
配管してある付近の地面が濡れている 

給水管（地下３０㎝程度）の布設されてい

るところには物を置かない 

下水の 

マンホール 

マンホールの中に、いつもきれいな水が流

れている 
マンホールの蓋を時々開けて点検する 

給水装置工事技術指針 

（２）給水用具の故障と修理 

給水用具の管理にあたっては、構造、機能及び故障修理方法などについて、十分理解する必要がある。 

（３）異常現象と対策 

異常現象は、水質によるもの（濁り、色、臭味等）と配管状態によるもの（水撃、異常音等）とに大 

別される。 

配管状態によるものについては、配管構造及び材料の改善をすることにより解消されることが多い。 

水質によるものについては、現象をよく見極めて原因を究明し、需要者に説明の上、適切な措置を講じる必

要がある。 

① 水質の異状 

水道水の濁り、着色、異臭味などが発生した場合には、直ちに原因を究明するとともに、適切な対策を

講じなければならない。 

ア 異常な臭味 

水道水は、消毒のため塩素を添加しているので消毒臭（塩素臭）がある。 

この消毒臭は、残留塩素があることを意味し、水道水の安全性を示す一つの証拠である。 

なお、塩素以外の臭味が感じられたときは、管理者に水質検査を依頼する。臭味の発生原因としては次

のような事項が考えられる。 

（ア）油臭・薬品臭のある場合 

給水装置の配管で、ビニル管の接着剤、鋼管のねじ切りなどに使用される切削油、シール剤の使用

が適切でなく臭味が発生する場合や、漏れた油類が給水管（ビニル管、ポリエチレン管）に浸透し、臭

味が発生する場合がある。また、クロスコネクションの可能性もある。 

（イ）シンナー臭のある場合 

塗装に使用された塗料などが、何らかの原因で土中に浸透して給水管（ビニル管、ポリエチレン管）

に浸透し、臭味が発生する場合がある。 

（ウ）かび臭・墨汁臭のある場合 

河川の水温上昇等の原因により、藍藻類などの微生物の繁殖が活発となり、臭味が発生する場合が

ある。 

（エ）普段と異なる味がする場合 

水道水は、無味無臭に近いものであるが、給水栓の水が普段と異なる味がする場合は、工場排水、
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下水、薬品などの混入が考えられる。塩辛い味、苦い味、渋い味、酸味、甘味等が感じられる場合は、

クロスコネクションのおそれがあるので、直ちに飲用を中止する。 

鉄、銅、亜鉛などの金属を多く含むと、金気味、渋味を感じる。給水管にこれらの材質を使用して

いるときは、滞留時間が長くなる朝の使い始めに金気味、渋味を感じることがある。このような場合は、

朝の使い始めの水は、なるべく雑用水などの飲用以外に使用する。 

イ 異常な色 

水道水が着色する原因としては、次の事項がある。なお、汚染の疑いがある場合は水質検査を依頼する。 

（ア）白濁色の場合 

水道水が白濁色に見え、数分間で清澄化する場合は、空気の混入によるもので一般に問題はない。 

（イ）赤褐色又は黒褐色の場合 

水道水が赤褐色又は黒褐色になる場合は、鋳鉄管、鋼管の錆が流速の変化、流水の方向変化などに

より流出したもので、一定時間排水すれば回復する。常時発生する場合は管種変更、布設替え等の措置

が必要である。 

（ウ）白色の場合 

亜鉛メッキ鋼管の亜鉛が溶解していることが考えられる。使用時に管内の水を一度排水して使用し

なければならない。 

（エ）青色の場合 

衛生陶器が青色に染まるような場合には、銅管の腐食作用によることが考えられるので、管種変更

などの措置が必要である。 

ウ 異物の流出 

（ア）水道水に砂、鉄粉などが混入している場合 

配水管及び給水装置などの工事の際、混入したものであることが多く、給水用具を損傷することも

あるので水道メーター等を取り外して、管内から除去しなければならない。 

（イ）黒色の微細片がでる場合 

止水栓、給水栓に使われているパッキンのゴムが劣化し、栓の開閉操作を行った際に細かく砕けて

出てくるのが原因と考えられる。 

② 出水不良 

出水不良の原因は種々あるが、その原因を調査し、適切な措置を施すこと。 

ア 配水管の水圧が低い場合 

周囲のほとんどが水の出が悪くなった場合は、配水管等の漏水や給水量の増大による配水管の水圧低下

が考えられる。 

この場合は、漏水の修理や配水管網の整備が必要である。 

イ 給水管の口径が小さい場合 

一つの給水管から当初の使用予定を上回って、数多く分岐されると、既設給水管の必要水量に比し給水

管の口径が小さいため出水不良となる。このような場合には適正な口径に改造する必要がある。 

ウ 管内にスケールが付着した場合 

既設給水管に亜鉛めっき鋼管等を使用している場合、内部にスケール（赤錆）が発生しやすく、経年と

ともに給水管の断面が小さくなるので出水不良となることがある。このような場合には管の布設替えが必
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要である。 

エ 配水管の工事等により断水したりすると、通水の際の水圧によりスケール等が水道メーターのストレ

ーナーに付着し出水不良となることがある。このような場合はストレーナーを清掃する。 

オ 給水管が途中で潰れていたり、地下漏水をしている、或いは各種給水用具の故障などによる出水不良

もあり得るが、これらに対しては、現場調査を綿密に行って原因を発見し、その原因を除去する。 

③ 水撃 

水撃が発生している場合は、その原因を十分調査し、原因となる給水用具の取り替えや、給水装置の改 

造により発生を防止する。 

給水装置内に発生原因がなく、外部からの原因により水撃が発生している場合もあるので調査には注意 

を要する。 

④ 異常音 

給水装置が異常音を発する場合は、その原因を調査し発生源を排除する。 

ア 水栓のこまパッキンが摩耗しているため、こまが振動して異常音を発する場合は、こまパッキンを 

取り替える。 

イ 水栓を開閉する際、立上がり管等が振動して異常音を発する場合は、立上がり管等を固定させて管の

振動を防止する。 

ウ ア、イ項以外の原因で異常音を発する場合は、水撃に起因することが多い。 

（４）事故原因と対策 

給水装置と配水管は、機構的に一体をなしているので給水装置の事故によって汚染された水が配水管に逆

流したりすると、他の需要者にまで衛生上の危害を及ぼすおそれがあり、安定した給水ができなくなるので、

事故の原因を良く究明し適切な対策を講じる必要がある。 

① 汚染事故の原因 

ア クロスコネクション 

第６章「水の安全・衛生対策及び給水装置保護」の７ クロスコネクションを参照のこと。 

イ 逆流 

既設給水装置において、下記のような不適正な状態が発見された場合、逆サイホン作用による水の逆流

が生じるおそれがあるので適切な対策を講じなければならない。 

（ア）給水栓にホース類が付けられ、ホースが汚水内に漬っている場合 

（イ）浴槽等への給水で、十分な吐水口空間が確保されていない場合 

（ウ）便器に直結した洗浄弁に、バキュームブレーカ等が取り付けられていない場合 

（エ）消火栓、散水栓が汚水の中に水没している場合 

（オ）水洗便所等のボールタップのフロート連結棒を、極度に曲げている場合 

（逆転したときに吐水口空間が取れなくなる。） 

ウ 埋設管の汚水吸引（エジェクタ作用等） 

埋設管が何等かの原因により小さな穴があいている場合、給水時にこの部分の流速が大きくなり、外部

から汚水や微生物を吸引することがある。 

また、給水管が排水溝の中で切損している場合等に断水すると、その箇所から汚水が流入する。断水が

なくても管内流速が極めて大きいときには、下水を吸引する可能性がある。また、寒冷地で使用する内部
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貯留式不凍給水栓の貯留管に腐食等によって、小さな穴が空いている場合にも、同様に汚染の危険性があ

る。 

② 凍結事故と対策 

ア 凍結の原因 

凍結の原因は、立上がり管および水道メーターの防寒工の施工、材質の不備、また給水管の埋設深度の

不足などが主なものである。その他、異常な寒波による場合などがある。 

イ 凍結事故の防止 

凍結防止の方法は、その地域によって異なり、比較的に温暖地域では立上がり管に対する防寒材の使用

で解決できる。 

ウ 凍結事故の処理 

管内水を凍結のまま放置すると、時間の経過とともに凍結範囲が増大して、装置を破損させるので速や

かな処理が必要である。 

凍結事故の発生した給水装置については、単に解氷するだけでなく、その原因をよく究明し、適切な措

置を講じる必要がある。 

湯による解氷は、凍結した器具または管の外側を布で覆い、ぬるま湯を掛ける等の措置をする。 

なお、この方法による場合は、直接熱湯を掛けると管等を破損させる恐れがあるので注意しなければな

らない。 
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第８章 給水装置工事の手続き 

１ 施工承認の意義 

給水装置の工事をしようとする者は、あらかじめ管理者に届け出て、その承認を受けなければならない。

（条例第５条第１項） 

このことは、管理者の配水管を損傷させないことや他の需要者への給水に支障を生じさせないこと、危険

を与えたりしないこと、及び水道水質の安全確保に支障を生じさせないこと等の確認をするためのものであ

る。 

管理者の承認を受けずに給水装置の工事を施行した場合は、供給規程の定めるところにより、その者の給

水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することが出来るとされ、施工した指定業者は、処

分基準により処罰されます。 

 

２ 給水装置の申請（施工承認）を要する工事 

給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理

者に申込み、その承認を受けなければならない。 

 

３ 給水装置工事の申込み 

（１）一般事項 

① 記載事項、押印及び添付書類等に不備のあるもの（ただし、その場で修正可能な場合はこの限りではな

い。）、又は具体的な計画のない工事は受理しない。 

② 申込書（各共通） 

給水装置工事申込書（施行規程第１１条第１項）、設計審査申請書（施行規程第１６条）に必要事項を明

確に記入すること。なお、漢字は楷書で記入すること。又、図面は設計審査申請書の別紙（施行規程第１

６条）に記載して提出すること。 

ア 申込みに使用する申請用紙は、申込書（Ａ４）と設計審査申請書（Ａ３）を１部ずつ提出すること。 

給水装置工事申込書及び設計審査申請書の記入方法は次のとおり。 

 

記入方法 給水装置工事申込書（施行規程第１１条第１項） 

（注）文字は明確に書き、漢字は楷書とすること。 

① 申込者は給水装置の所有者であり、住所及び氏名（フリガナ）は自筆で記入するか、または押印するこ

と。 

② 代理人の登録番号、指定業者名及び代表者名を記入し、押印すること。 

③ 工事の種別は、正しく選択すること。 

④ 用途は、詳細を記入すること。（例）住宅、事務所等。 

⑤ 添付書類として、公図・登記簿謄本、建築確認済証の写し（建築主の住所、氏名が記載されている書面

まで）、承諾書（家屋・土地・分岐）を提出すること。 

⑥ 指定業者においては、工事の受注に際しては、建築確認書等により違反建築物でないことを確かめるこ

と。 
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記入方法 設計審査申請書（施行規程第１６条） 

（注）文字は明確に書き、漢字は楷書とすること。 

① 設計審査を申請するにあたり、指定業者名を記入し、押印すること。 

② 工事で使用する材料を記入すること。 

③ 使用材料が書ききれない場合は、別途、任意様式に記入し提出すること。 

④ 主任技術者は、本工事の選任者であり、免状番号及び氏名を記入し、押印すること。 

⑤ 申請場所を中心とした住宅地図若しくは、住宅地図と同等のものを提出すること。 

 

記入方法 平面図・立面図（施行規程第１６条） 

平面図・立面図はＡ３用紙に横並びとし、正確に記載されていること。なお、作成にあっては、第１０号

の図面作成を参照のこと。 

（２）新設工事の場合 

一般事項に準じる。 

（３）改造工事の場合 

一般事項に準じる他、次のとおりとする。 

ア 給水申込納付金の算定 

（ア）新口径に係る納付金と旧口径に係る納付金の差額とする。（条例３１条第１項）ただし、給水管の

口径を減径させる工事を行った場合は、新旧納付金の差額でメーター権利を取得する事ができる。

なお、この場合の差額は、還付しない。（条例第３１条第３項） 

  （注）差額で取得したメーターの権利は、同一の給水装置工事での使用に限り、他の工事案件での使

用は不可である。 

【計算例の給水申込納付金の額は令和８年３月現在（消費税率１０％）】 

例１）増径する場合（13 ㎜（旧）→20 ㎜（新）口径変更の場合） 

110,000 円→264,000 円、差額として154,000 円（納付金額） 

例２）減径する場合（25 ㎜（旧）→20 ㎜（新）口径変更の場合） 

407,000 円→264,000 円となるが、差額の143,000 円は還付しない。 

（イ）増径を伴う改造工事において、他に撤去する給水装置を所有する場合 

13 ㎜（旧）の改造と撤去する13 ㎜（撤去）→20 ㎜（新設） 

110,000 円＋110,000 円＋差額44,000 円の追加→20mm（新設） 

（４）集合住宅の場合 

一般事項に準じる他、次のとおりとする。 

① 新設の場合 

ア 申込書は一枚に兼ねることができる。なお、手数料（設計審査・工事検査）及び給水申込納付金は、

給水装置の総数である。 

イ 集合住宅量水器設置状況一覧表を添付すること。 

 



81 

 

② 改造の場合 

ア 同一敷地内で複数の工事を行う場合には申込書は一枚に兼ねることができる。なお、手数料（設計審

査・工事検査）は、給水装置の総数である。 

イ 集合住宅量水器設置状況一覧表を添付すること。 

（５）共用給水装置を専用給水装置に変更する場合 

一般事項に準じる他、次のとおりとする。 

① 給水装置工事申込書を提出 

② 設計審査申請書は、一枚に兼ねることができる。なお、給水申込納付金は、既設納付金と新設納付金の

差額である。 

③ 給水申込納付金の算定 

例１）共用給水装置40 ㎜を撤去し新設専用給水装置20 ㎜を4 個新設する場合 

40 ㎜（撤去）→20 ㎜（新設）4 個 

1,100,000 円→1,056,000円（264,000 円×4 個）、差額44,000 円 

（負担金額は0 円とし、余剰金は還付しない。） 

例２）共用給水装置40 ㎜を撤去し新設専用給水装置20 ㎜を5 個新設する場合 

40 ㎜（撤去）→20 ㎜（新設）5 個 

1,100,000 円→1,320,000 円（264,000 円×5 個）、差額220,000 円 

（負担金額は220,000 円となる。） 

（６）受水槽式の場合 

一般事項に準じる他、次のとおりとする。 

① 受水槽設置届兼誓約書及び管理人選定(変更)届（施行規程第２１条）を給水装置工事申込書に添えて提

出し、承認を受けなければならない。 

② 受水槽以下各戸検針を希望する場合 

受水槽以下の各戸の装置を給水装置とみなす。ただし、給水装置を移動することはできない。 

ア 申込書は一枚に兼ねることができる。なお、手数料（設計審査・工事検査）は、配水管から分岐して

受水槽までの間に設置する給水装置（以下「親メーター」という。）と受水槽以下に設置する給水装置

（以下「子メーター」という。）の総件数である。また、給水申込納付金は管理用として設置する親メ

ーター分は請求せず、子メーターの納付金総額を負担額とする。 

例１）新設の場合 

親メーター(管理用)が25 ㎜で、子メーターは20 ㎜を20 個新設する場合 

親メーターは管理用のため負担なし、子メーターの納付金総額を負担額とする。 

負担金額は5,280,000 円（264,000 円×20 個）になる。 

（注）手数料は、親メーター及び子メーターの総件数（21 件）とする。 

例２）既設給水装置25mmを受水槽以下各戸検針に改造する場合 

既設給水装置25mmを親メーター(管理用)25mmとし、子メーターは20 ㎜を20 個新設する場合の給水装

置の負担額は、親メーターは管理用のため負担なしとし、子メーターの納付金総額から既設給水装置の

負担額を差し引いた額とする。 

負担金額は￥5,280,000 円（264,000 円×20 個）から、既設給水装置 25 ㎜ 407,000 円を減額する。
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5,280,000 円－407,000 円＝￥4,873,000 円となる。 

（注）手数料は、親メーターを除く子メーターの総件数（20 件）とする。 

（７）臨時用給水 

一般事項に準じる他、条例第５条第１項に規定する給水装置の新設等の申込みをすること。 

臨時用給水を受けている者が、給水装置の改造等の工事を行う場合には、あらかじめ、管理者に給水装

置工事申込みを行い、その承認を受けなければならない。 

 

４ 設計審査 

給水装置工事を施行する場合は、条例７条第２項の規定により、管理者の設計審査を受けなければならな

い。 

設計審査は、給水装置工事の適正施行を確保するため、工事着手前に設置しようとする給水装置の構造、

給水装置工事材料表及び施工方法が法施行令第６条及び組合の施行基準に適合していることを確認するため

に行うものである。 

なお、提出された書類の記載内容及び設計内容に不備がある場合、あるいは設計内容に支障があると認め

られる場合は、その訂正又は改善方法について指示するので、申請手続きを行う給水装置工事主任技術者は、

指示に従い必要箇所の修正を行わなければならない。なお、重要な修正を要する場合は、修正するまで承認

は保留する。 

（１）審査項目 

給水装置の構造及び材質の基準に適合しているかを審査し、同時に設計に当たって必要な事項の調査がさ

れ、基準に沿った計画がされているかを確認する。 

① 給水管の口径は、基準と照合して、適正であること。 

（注）使用形態、延長等を確認し、必要に応じて水理計算により確認すること。 

② 分岐予定箇所は基準と照合して、適正な位置であること。 

③ 止水栓及びメーターの位置は基準と照合して、適正な位置であること。 

④ 給水管の配管は、分岐からメーターまでの使用材料が組合の指定材料を使用していること。 

⑤ メーター以降の配管は、給水装置の構造及び材質の基準に適合していること。 

（注）取り付け器具及び特殊器具の適否。なお、「自己認証品」使用の場合は、基準に適合していることを

証明する書類にて確認すること。 

⑥ 逆流防止装置設置位置の適否の確認。 

⑦ 受水槽の有効容量及び吐水口空間等の適否の確認。 

⑧ 不用な配管の撤去の適否の確認。 

⑨ その他必要と思われる事項 

 

５ 給水装置工事の変更等の取扱い 

条例第５条の規定により承認を受けた者が給水装置工事を変更しようとするとき、又は条例第７条第２項

の規定により設計審査を受けた者が当該設計審査に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ給水装

置工事設計変更・工事中止・申込取消届を管理者に提出しなければならない。（施行規程第１２条） 
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６ 工事の中止 

条例第５条の第１項の規定により承認を受けた者が給水装置工事を中止したときは、直ちに給水装置工事

設計変更・工事中止・申込取消届を管理者に提出しなければならない。（施行規程第１２条） 

 

７ 留意事項 

現場確認等の結果、申請の内容と異なる場合で、設計変更を要しない軽微な変更は、事前に図面を朱書き

で訂正し、変更内容について協議すること。 

なお、蛇口の個数の変更や給水管の延長等を変更する場合については、給水管の口径に変更が生じる場合

が考えられるので、施工前に組合と必ず協議すること。 

 

８ 自主検査 

（１）給水装置工事主任技術者は、工事施工中及び完了後に次の自主検査を行い、工事の適否を確認しなければ

ならない。 

設計図に基づき、次の事項を確認すること。 

① 管の延長 

② 管の埋設深度 

③ 止水栓の設置基準及び止水栓筐の設置状況 

④ メーターの設置基準及びメーターボックスの設置状況 

⑤ 管の接合方法 

⑥ 分岐、屈曲、径落し方法 

⑦ 逆流防止器具の設置状況、吐水口空間の確保及び器具の取り付け方法 

⑧ クロスコネクションがないこと 

⑨ 給水管防護方法 

⑩ 給水装置の構造及び材質が法施行令第６条及び組合の施行基準に適合していることの確認 

⑪ 耐圧検査は、テストポンプにより既設管に応じた適正な静水圧を１分間その状態を保持し、変形、破損、

漏れ、その他の異常がないことの確認 

（注）サドル分水栓及び乙止水栓のボール式の止水機能を閉じた状態で耐圧試験を行う場合は０．７５ 

ＭＰａの静水圧を３０秒以上保持しないこと 

⑫ 吐水状況及び残留塩素測定等による水質の確認 
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表－８．１ 水質の確認項目 

項目 判 定 基 準 

残留塩素（遊離） 0.1 ㎎／L 以上 

臭 気 観察により異常でないこと。 

味 〃 

色 〃 

濁り 〃 

 

⑬ 部屋番号等の表示確認 

継続的に正確な検針をする必要があるため、消えず（白ペンキ等）、見やすい太い字で、次のとおり表示

すること 

ア メーターを地中に設置する場合は、メーターボックス蓋裏のプレートに当該部屋番号及びメータ  

ー番号を記入すること 

イ 集合住宅のメーターを地中に設置する場合は、メーターボックス蓋裏のプレートに当該水栓番号、 

メーター番号及び室番号を記入すること 

ウ 集合住宅のメーターを各階のメーター室に設置する場合は、プラスチック製プレートに当該水栓  

番号、メーター番号及び室番号を記入すること。なお、プレートはプラスチック製ひも（結束バンド）

等で結束すること 

 

９ 竣工検査 

（１）給水装置工事が完了した場合は次の書類を提出し、条例第７条第２項の規定により、管理者の竣工検査を

受けなければならない。施行規程第１７条の規定により、しゅん工検査申請書を提出すること。 

（２）書類審査項目は設計審査に準じるほか、次の事項を審査する。 

① 設計審査に修正を指示した事項が、反映されているかの確認 

② オフセット等の記載の確認 

③ 道路掘削が伴った場合は、道路占用許可番号及び道路使用許可番号の確認 

（３）主任技術者の立会い 

竣工検査の立会いは、法施行規則第３６条第１項の規定により、当該給水装置工事を行うものとして指

名された給水装置工事主任技術者と補助者、計２名とする。 

ただし、特段の事情があるときは、当該給水装置工事に精通している同等の者を立会い者とすることが

できる。 

（４）現場検査 

竣工図を基に現場で当該工事を施行した主任技術者の立会いの下、当該給水装置が法施行令第６条の基

準及び組合の施行基準に適合していることを確認する。 

検査項目は、別記検査報告書に記載されている竣工検査項目等とする。 
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この結果、適合していない場合は、手直し後に管理者の再検査を受ける。 

なお、給水装置工事で管理者が認めた工事については、現場検査を省略し、書類検査、写真検査とする

ことができる。 

（５）留意事項 

検査日時は、竣工検査申請書の提出後に、管理者が指定した日時に実施するものとする。 

検査を行うときは、所有者等の同意がなければ他人の土地や家屋等に立ち入ることができないので、指

定業者はあらかじめ申込者にこの旨を説明し、工事検査の実施に支障のないように取り計らう必要がある。 

（６）提出する書類が遅延した場合 

指導、指示にも係わらず、指定した期日までに提出しない等、指定業者が正当な理由なくこれに応じな

い、又は虚偽の報告を行ったことが判明した場合は、「指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分要

綱」に基づき必要な措置が通知される。 

（７）完成した給水装置の引渡し 

指定業者は、完成した給水装置を申込者に引き渡すことにより、請負人として義務（責務）を履行する

こととなる。 

ここに言う、完成した給水装置とは、申込者から提示された施工条件を備え、かつ、組合から給水を受

けることができるものをいう。 

指定業者は完成した給水装置の引き渡しに際し、申込者に行うべき事項は次のとおりである。 

① 給水装置の申込書（組合に申請した（副））、及び竣工図（組合に提出したもの）を交付する。 

② 特別な条件がある場合は、その説明をする。なお、書面により提出した場合は、写しを交付する。（例、

誓約書等） 

③ 給水装置の使用方法、その他維持管理に必要と思われる次の事項を説明し、又は指導する。 

ア メーター、止水栓などの位置を明確にしておき、その上に物など置かないよう指導する。 

イ 蛇口コマパッキンの取替えなど簡易な修繕は、使用者にもできるので、その修繕の方法を説明する。 

ウ 漏水の発見方法、漏水の早期予防を指導するとともに、漏水が発生した場合には、ただちに丙止水 

栓で止水すると共に、指定業者に連絡し適切な措置をとるよう説明する。 

エ 蛇口にゴムホースなどをつけて使用する場合は、使用後必ず取り外しておくよう説明する。 

オ 湯沸器などの特殊器具の正しい使い方を説明する。 

カ 貯水槽水道の管理基準等による清掃など、管理を適切に行うよう説明する。（施行規程第２６条） 

④ 組合への給水申込み方法等に当たり、給水条件等の内容を説明する。 

⑤ その他、施工条件に基づいて行われた工事説明等、必要と思われる事項。 

（８）給水装置工事に関する記録の保存 

法施行規則第３６条第６項により、指定業者は、施行した給水装置工事ごとに、当該給水装置工事を担

当した給水装置工事主任技術者に、次に揚げる事項の記録を作成させ、当該記録をその作成の日から３年

間保管しなければならない。 

① 施主の氏名又は名称 

② 施工の場所 

③ 施工完了年月日 

④ 給水装置工事主任技術者の氏名 



86 

 

⑤ 竣工図 

⑥ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 

⑦ 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が、法第２５条の４第３項第３号に定める基準に適合して

いることの確認の方法及びその結果 

 

１０ 図面作成 

図面は、管理者の設計審査及び竣工検査に必要な図書であるとともに、工事施工の際の基礎となり、ま

た、給水装置の適切な維持管理のための必須の資料であるので、明確かつ容易に理解できるものであるこ

と。 

（１）作図の条件 

① 設計審査用の図面用紙・竣工図用の図面用紙は、日本産業規格Ａ３版上質紙を使用すること。なお、１

枚に収めることを原則とするが、集合住宅等で１枚での記入が困難な場合は、複数枚使用すること。 

② 一見して工事の全貌を知ることができること。 

③ 正確、かつ、簡単明瞭であること。 

④ 作図に当たってはＣＡＤ等の製図ソフトを使用することを原則とするが、手書きとする場合は、製図機

器等を用い、フリーハンドでは記入しないこと。 

⑤ 平面図や案内図については、必ず方位を記入し、北を上にすることを原則とする。 

なお、立面図及びオフセット図については、平面図と同一方向とすること。 

⑥ 文字 

ア 文字は明確に書き、漢字は楷書とすること。 

イ 文章は左から横書きとすること。 

ウ 文字（数字等を含む）は、複写したときに鮮明であること。 

エ 縮尺 

（ア）平面図は、縮尺１／１００～１／２００の範囲で適宜作成すること。 

（イ）縮尺は図面ごとに記入すること。 

オ 立面図は、縮尺に関係なく、通常４５°の角度で判り易く作成すること。 

カ 表示単位 

（ア）給水管及び配水管の口径の単位は、ミリメートル（呼び径）とし、単位記号は付けないこと。 

（イ）道路の幅員及び給水管の布設延長等はメートルとし、単位記号は付けないこと。なお、延長は小 

数点第１位（小数点第２位を四捨五入）までとする。 

キ その他 

工事専用給水（臨時用）で施工した配管は、新設等申込書添付図面では既設扱いとせず、新設管扱い 

とする。 

（２）案内図 

① 申請場所を中心とした住宅地図若しくは、住宅地図と同等のものとする。 

② 案内図は、指定された場所に印刷すること。 

③ 申請箇所を朱書きで明確に図示すること。 

④ 申請箇所は引出し線により朱書きにて【申請箇所】と図示すること。 
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⑤ 申請箇所が区画割りされている場所は、区画割りを図示すること。 

⑥ 移動の場合は【移動前案内図】【移動後案内図】とし、図面が２葉以上になる場合は、移動後の図面番号

を先とする。 

（３）平面図の作成 

① 道路の区分（国道、県道、市町道、里道、私道の別）、種別（舗装、砂利、歩道等）及び幅員を図示する

こと。なお、民地境界は一点鎖線とすること。 

② 当該建築物、給・配水管の配管状況（管種、口径の記載を含む。）及び給水器具等を図示すること。 

③ 建物内には各部屋の用途を明示すること。 

④ 局部的に説明を加える必要がある場合には、拡大詳細図を付記すること。 

⑤ 配管図は、建築等の線より容易に識別できるように多少太線で図示する。 

⑥ 配水管及び配水管分岐箇所から全ての配管を作図する。 

ア 撤去工事の図面は、配水管分岐箇所からメーターまでを図示すること。 

イ 給水管の主配管部分（建物の外回り）には、管種別、口径別の各総延長をひっかけ線の中央付近に 

記入すること。但し、既設給水管については、管種及び口径を記入すること。 

ウ その他、工事施工上必要とする事項（障害物の表示等） 

（４） 詳細図 

平面図で表すことのできない部分及び局部的に説明を加える必要がある場合には、拡大図等により図示

すること。 

（５） 立面図 

立面図は、平面図で表現することのできない配管等も表示すること。 

① 給・配水管の配管状況（管種、口径、延長の記載を含む）及び給水器具等を図示すること。 

② 表示の仕方 

ア 新設給水管は、既設管及びひっかけ線等の線と容易に識別できるように色分けし図示する。なお、 

給水管には、管種、口径をひっかけ線の中央付近に記入すること。 

イ 各延長は詳細に配管上に記載し、立上り（＋）及び立下り（－）も表示すること。 

ウ 配水管は、管種と口径を記入すること。なお、分岐部は引出し線により、使用材料及び口径（本管口

径、分岐口径）を記入すること。 

③ 布設延長は、公道内と宅地内とが判別できるように図示すること。 

なお、道路用地以外の公共用地が明らかに存在しない場所においては、道路境界でも差支えない。 

④ 局部的に説明を加える必要がある場合には、詳細図を付記すること。 

⑤ 原則として、配水管（又は給水管）と同方向の給水管は、全て平行になるように図示すること。 

また、給水管取り出し方向と同方向の給水管は、全て取り出し給水管と平行になるように図示すること。 

⑥ 既設給水管からの分岐については、立面図に限り分岐箇所からの配管を作図することができる。 

⑦ 水路、下水開きょ、暗きょ等を横断して配管する箇所は、配管詳細図を記載すること。 

配管詳細図の記載方法については、組合と協議すること。 

⑧ 集合住宅等で給水管が輻湊する配管については、２階の給水主管を分岐部から、１階の配管図と容易に

識別できるように、配管線を色分けし図示すること。 

⑨ 省略表示語 
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ア Ａ箇所からＢ箇所に移動（メーターの移動の場合） 

※移設は同一地番をいう。 

イ Ａ箇所からＢ箇所に移設し口径変更（口径変更が伴う場合） 

ウ 以降（部屋番号等）号室と同じ（配管が同じ場合） 

エ 以降（部屋番号等）号室の反転と同じ（配管が反転と同じ場合） 

オ ヘッダー以降の配管は、全て（口径、管種） 

カ 内部配管は、全て（口径、管種） 

 

１１ しゅん工図 

しゅん工図は、給水装置の設置、改造等の工事の個別の給水装置を管理するものであり、管の布設状況、

材料、口径、給水用具、受水槽の有無等を表示するほか、特に配水管からの分岐位置、止水栓及びメータ

ーの設置位置について指定業者は、正確なオフセットを明確に記入する必要がある。 

水質異常や配水管の布設替えに伴う給水管の切替に伴う設計、施工や計画的な漏水防止作業における漏

水箇所の特定を行うための資料としても有効である。 また、他企業の掘削作業などの際に、給水管埋設位

置の指示などに役立てることができるため、常に最新の情報が正確に記されていなければならない。 

（１）設計審査申請書の訂正 

しゅん工図は、施行規程第１７条により提出するものとし、給水装置工事完成後、速やかに設計審査申

請書と現地との照合確認を行い、変更がある場合には図面作成の方法により修正するものとする。（大きな

変更は施行前に協議の事） 

（２）案内図 本章の１０図面作成の（２）案内図を参照のこと。 

（３）オフセット図 

維持管理上必要な箇所のオフセットを測定し、しゅん工図に図示すること。 

① 宅地内の止水栓、メーターのオフセットを記載すること。また、道路上に設置した場合も同様とする。

なお、支分した場合の共有管の止水栓も同様に扱うものとする。 

② 配水管から分岐工事を行った場合、分岐部の配水管のオフセット及び土被りを図示すること。（撤去に伴

う分水止め箇所も同様とする。） 

③ オフセットの測点は、天災地変等に左右されにくい一定不変のものであることを必須要件とし、境界杭

（表示びょう、表示プレートを含む）とし、境界が不明確な場合は、仕切弁、消火栓、マンホール、集

水桝、道路構造物変化点、電柱（電柱番号記入）等とすること。 

④ オフセットの測点は縦、横及び斜距離の３点以上とし、メーターが止水栓の直線上に設置されている場

合は、メーターの斜距離を省略できるものとする。 

⑤ 配水本管から給水管を分岐して、道路に対し縦断方向に布設した場合は、測点を設け、官民境界よりの

離れ及び土被りを図示すること。 

 

 

 


